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この手引で用いている略語は、次のとおりです。

法…………………………………法人税法（昭４０法律第３４号）

令…………………………………法人税法施行令（昭４０政令第９７号）

規 則……………………………法人税法施行規則（昭４０大蔵省令第１２号）

措置法……………………………租税特別措置法（昭３２法律第２６号）

措置法令…………………………租税特別措置法施行令（昭３２政令第４３号）

措置法規則………………………租税特別措置法施行規則（昭３２大蔵省令第１５号）

２０年改正法………………………所得税法等の一部を改正する法律（平２０法律第２３号）

２０年経過措置令…………………所得税法等の一部を改正する法律附則第１１９条の２の規定による経過措置を

定める政令（平２０政令第１６４号）

新信託法…………………………信託法（平１８法律第１０８号）

中小企業新事業活動促進法……中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平１１法律第１８号）

（注） この手引は、平成２０年４月１日以後に終了する連結事業年度分の法人税申告書別表に対応しています。
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Ⅰ 連結確定申告書の提出について

１ 連結確定申告書の提出先及び提出期限
連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に、納税地の所轄税務署長に対し連

結確定申告書を提出しなければならないこととされています（法８１の２２）。

なお、連結親法人が、次に掲げる理由により提出期限までに連結確定申告書を提出することがで

きない状況にあると認められる場合には、提出期限の延長の特例を申請することにより、連結確定

申告書の提出期限を２月間延長することができます（法８１の２４）。

① 会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しな

いため、連結事業年度終了の日の翌日から２月以内に連結確定申告書を提出することができない

場合

② 連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額

若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、連結事業年度終了の

日の翌日から２月以内に連結確定申告書を提出することができない場合

ただし、特別の事情により連結事業年度終了の日の翌日から４月以内に各連結事業年度の連結所

得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないことその他やむを得

ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定する月数の期間まで延長することができま

す。

�注１ 提出期限の延長の特例を受けるためには、最初に適用を受けようとする連結事業年度終了の

日の翌日から４５日以内に納税地の所轄税務署長へ申請書を提出する必要があります。

２ １の申請書は、法第７５条の２�確定申告書の提出期限の延長の特例�の規定による確定申告
書の提出期限の延長が認められていた法人であっても、改めて提出する必要があることに御注

意ください。

２ 時価評価法人等の申告書等用紙について
設立事業年度等の承認申請特例（法４の３⑥）による申請に基づく場合における連結親法人の最

初連結事業年度において、連結子法人が時価評価法人等に該当することにより、その連結子法人の

承認を受けた日を含む事業年度を連結申告ではなく単体申告を行うこととなるときは、その連結子

法人の所轄税務署に単体申告用の申告書等用紙の交付を申し出てください。

３ 消費税及び地方消費税について
� 消費税及び地方消費税については、連結納税制度は適用されませんが、課税期間は法人税法上

の事業年度とされているため（消費税法１９①二、地方税法７２の７８③）、連結事業年度に合わせて

課税期間が変わる可能性があります。特に、連結納税を適用する前において親法人と課税期間が

異なる期間となっていた子法人についてはその課税期間が変更され、その変更後の課税期間に係

る消費税及び地方消費税の確定申告が必要となりますので御注意ください。

�注 法人税について連結確定申告書の提出期限の延長を認められている場合であっても、消費税

及び地方消費税の確定申告書の提出期限については適用がないことに御注意ください。

― １ ―
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� また、消費税及び地方消費税については、連結納税制度は適用されませんので、消費税及び地

方消費税の確定申告書の用紙は連結親法人又は連結子法人のいずれであるかにかかわりなく、課

税事業者に該当する法人に送付しています。

４ 連結確定申告書等の用紙の送付について
次に掲げる連結確定申告書等の用紙は、それぞれ次に掲げるものを、連結親法人の所轄税務署か

ら連結親法人あてに送付しています。

� 連結確定申告書

① 連結確定申告書別表一の二

② 連結申告書別表セット（別表二から別表十六�までの別表のうち主要なもの）
� 個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類

① 個別帰属額等の一覧表

② 個別帰属額の届出書（連結親法人分）

③ 個別帰属額等届出書付表セット（別表四の二付表から別表十六�までの別表のうち主要なも
の）（連結親法人分）

� 勘定科目内訳明細書（連結親法人分）

・ 勘定科目内訳明細書セット

申告に当たり、�①「連結確定申告書別表一の二」及び�②「個別帰属額の届出書（連結親法人
分）」以外の用紙につき税務署から送付した用紙以外の用紙を使用しているため、翌連結事業年度

以降、送付が不要な場合には、連結確定申告書別表一の二及び個別帰属額の届出書の「別表等送付

要否」欄の「否」欄に○をしてください。

なお、翌連結事業年度以降、別表等の送付を「否」とされた場合でも、�①、�②及び法人事業
概況説明書については、引き続き税務署から送付した用紙により提出してください。

５ 連結確定申告書の添付書類
連結確定申告書には、連結親法人及び連結子法人の次に掲げる書類を添付します。

① 貸借対照表及び損益計算書

② 株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表

③ 勘定科目内訳明細書

④ 個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類

⑤ 事業概況書

⑥ 組織再編成に係る契約書等の写し

⑦ 組織再編成に係る主要な事項の明細書

⑧ 特別償却の適用を受ける場合の明細書（特別償却限度額の計算に関する付表）及び圧縮記帳の

適用を受ける場合の収用証明書など連結確定申告書に添付することが適用の要件とされている書

類（以下「明細書・証明書等」といいます。）

― ２ ―
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６ 個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類
個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類は、各連結法人ごとに作成し、連結確定申告書に

添付することとなります。この連結確定申告書への添付に際しては、各連結法人ごとに作成した個

別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類を取りまとめ、その表紙として個別帰属額等の一覧表

を付してください（「７ 連結確定申告書の添付書類の編てつ順について」を参照してくださ

い。）。

� 個別帰属額を記載した書類は、個別帰属額の届出書を使用して作成し、連結確定申告書に添付

します。

なお、連結子法人分の作成に当たっては、連結子法人が本店又は主たる事務所の所在地の所轄

税務署長に届け出る個別帰属額の届出書の写しを使用することとして差し支えありません。

� 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、連結確定申告書の別表の写しを

使用することとして差し支えありません。なお、連結子法人分については、添付を省略すること

ができます。

また、連結親法人分の作成及び添付に当たっては、次の点に御注意ください。

① 個別帰属額に係る明細書（各別表の付表）だけでなく、その個別帰属額を算出するために必

要な別表も添付する必要があります。

例えば、外国税額控除を適用する連結親法人にあっては、「別表六の二�付表 各連結法人

の外国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度個別帰属額９」の欄の金額の計算におい

て「別表六の二� 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度

額１６」の欄の金額が必要となるため、「別表六の二�付表」だけでなく「別表六の二�」も併
せて添付することとなります。

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計

算に関する明細書」、「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」などについ

ても同様です。

② 別表の一部に個別帰属額に係る記載欄が設けられている別表については、その個別帰属額に

係る記載欄だけでなく、それ以外の欄についても記載します。

例えば、「別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書」に

あっては、株式等の種類ごとに連結グループでの益金不算入額などが個別帰属額の計算に必要

となるため、「個別帰属額の計算」以外の各記載欄につき、その連結所得の金額の計算におい

て記載した金額を転記します。

このことは、「別表六の二� 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」、「別

表十四の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書」などについても同様で

す。

③ 連結親法人と連結子法人のすべてが記載される別表については、連結親法人以外の記載欄を

消さずに添付してください。

例えば、連結グループで損金算入限度額が設けられている「別表十五の二 交際費等の損金

算入に関する明細書」にあっては、「個別帰属損金不算入額２０」の欄の計算の基礎となる「損

金不算入額４」の欄の算出に各連結法人の支出交際費等の額の合計額が必要であるため、連結

法人のすべてにつき「５」から「１９」までの各欄を記載します。

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計

― ３ ―
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算に関する明細書」及び「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」につい

ても同様です。

７ 連結確定申告書の添付書類の編てつ順について
連結確定申告書の添付書類については、「個別帰属額等の一覧表」を表紙として、連結親法人及

び各連結子法人ごとに次の順に並べた上で、連結確定申告書に添付して提出してください。

【連結確定申告書】 �����������【添 付 書 類】�����������
《表 紙》 《連結親法人分》 《連結子法人分》

明細書・証明書等 組織再編成に係る書類
組織再編成に係る書類

別表○○ 勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書

別表四の二付表 株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表
株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表

別表四の二 個別帰属額等
の一覧表

貸借対照表、損益計算書
貸借対照表、損益計算書

別表二 別表（四の二付表等）
個別帰属額の
届出書別表一の二 個別帰属額の

届出書
＋ ＋ ＋

�注１ 添付書類の連結子法人分については、各連結子法人ごとに、以降同じ順で並べてくださ

い。

２ 上図では、連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎を記載した書類（申告書別表）の添付

を省略しています（６�を参照してください。）。

― ４ ―
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Ⅱ 個別帰属額等の届出書の提出について

１ 個別帰属額等の届出書の提出先及び提出期限
連結子法人は、各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店又は主た

る事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等の届出書（①個別帰属額の届出書、②個別帰属額

の計算の基礎を記載した書類）を提出しなければならないこととされています（法８１の２５）。

２ 個別帰属額等の届出書用紙の送付について
連結子法人が提出する個別帰属額等の届出書用紙については、連結子法人の所轄税務署から連結

子法人あてに次に掲げるものを送付しています。

① 個別帰属額の届出書

② 個別帰属額等届出書付表セット（別表四の二付表から別表十六�までの別表のうち主要なもの）
届出に当たり、②の用紙につき税務署から送付した用紙以外の用紙を使用しているため、翌連結

事業年度以降、送付が不要な場合には、個別帰属額の届出書の「別表等送付要否」欄の「否」欄に

○をしてください。

なお、翌連結事業年度以降、別表等の送付を「否」とされた場合でも、①及び法人事業概況説明

書については、引き続き税務署から送付した用紙により提出してください。

�注 連結子法人の個別帰属額等の届出書用紙の送付先（連絡先）については、その送付先として連

結親法人の納税地を登録することにより、連結子法人の所轄税務署から連結親法人あてに送付す

ることができます。

今後、連結子法人が提出する個別帰属額等の届出書用紙の送付先を連結親法人の納税地とする

場合には、連結子法人の所轄税務署長に異動届出書（連絡先の登録）を提出してください。

３ 個別帰属額等の届出書の添付書類
個別帰属額等の届出書には、次に掲げる書類を添付します。

① 貸借対照表及び損益計算書

② 株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表

③ 勘定科目内訳明細書

④ 事業概況書

⑤ 組織再編成に係る契約書等の写し

⑥ 組織再編成に係る主要な事項の明細書

�注 Ⅰ５に掲げる連結確定申告書の添付書類のうち⑧の明細書・証明書等については、その明細

書・証明書等が連結子法人に係るものである場合には、個別帰属額等の届出書にその写しを添付

してください。

なお、規則第３７条の６第１２号から第１４号まで�外国税額控除を受けるための書類�の書類のう
ち連結子法人に係るものは、連結確定申告書に添付することに代えて、その連結子法人の個別帰

属額等の届出書に添付することもできます。その際には、連結確定申告書の別表六の二�にその
旨を記載してください。

― ５ ―
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４ 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類
個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、連結確定申告書の別表の写しを使

用することとして差し支えありませんが、添付を省略することはできません。この点、Ⅰ６�と異
なりますので御注意ください。

また、作成及び添付に当たっては、次の点に御注意ください。

① 個別帰属額に係る明細書（各別表の付表）だけでなく、その個別帰属額を算出するために必要

な別表も添付する必要があります。

例えば、外国税額控除を適用する連結子法人にあっては、「別表六の二�付表 各連結法人の

外国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度個別帰属額９」の欄の金額の計算において「別

表六の二� 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書」の「連結控除限度額１６」の

欄の金額が必要となるため、「別表六の二�付表」だけでなく「別表六の二�」も併せて添付す
ることとなります。

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算

に関する明細書」、「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」などについても

同様です。

② 別表の一部に個別帰属額に係る記載欄が設けられている別表については、その個別帰属額に係

る記載欄だけでなく、それ以外の欄についても記載します。

例えば、「別表八の二 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書」に

あっては、株式等の種類ごとに連結グループでの益金不算入額などが個別帰属額の計算に必要と

なるため、「個別帰属額の計算」以外の各記載欄につき、その連結所得の金額の計算において記

載した金額を転記します。

このことは、「別表六の二� 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」、「別表

十四の二 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書」などについても同様です。

③ 連結親法人と連結子法人のすべてが記載される別表については、他の連結法人の記載欄を消さ

ずに添付してください。

例えば、連結グループで損金算入限度額が設けられている「別表十五の二 交際費等の損金算

入に関する明細書」にあっては、「個別帰属損金不算入額２０」の欄の計算の基礎となる「損金不

算入額４」の欄の算出に各連結法人の支出交際費等の額の合計額が必要であるため、連結法人の

すべてにつき「５」から「１９」までの各欄を記載します。

このことは、「別表七の二付表一 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算

に関する明細書」及び「別表七の二付表二 連結欠損金個別帰属額に関する明細書」についても

同様です。

― ６ ―
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５ 個別帰属額等の届出書の編てつ順について
個別帰属額等の届出書については、個別帰属額の届出書を表紙として、個別帰属額の計算の基礎

を記載した書類及び添付書類を次の順に並べた上で提出してください。

������【個別帰属額等の届出書】�������

【個別帰属額の計算の基礎を記載した書類】
【添 付 書 類】

組織再編成に係る書類
明細書・証明書等（写）

勘定科目内訳明細書
個別帰属額の
届出書

別表○○
株主（社員）資本等変動計算書又は損益金処分表

別表四の二付表
貸借対照表、損益計算書

＋ ＋

― ７ ―
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Ⅲ 各表の記載の仕方

別表一の二（一）「各連結事業年度の連結所得に係る申告書－普通法人（特
定の医療法人を除く。）の分」の申告書

１ この表の用途

この表は、普通法人である連結親法人が、連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場

合に使用します。

ただし、措置法第６８条の１００第１項�特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例�に係
る同法第６７条の２第１項�特定の医療法人の法人税率の特例�の規定により承認を受けた医療法人
である連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合には、別表一の二�三の
申告書を使用してください。

２ 各欄の記載要領

� 一般の場合

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結親法人名」及び

「代表者自署押印」

必ずフリガナを付け

てください。この場合、

正本には必ず代表者が

自署押印してください。

「同非区分」 別表二の「判定結果１８」で判定した区分を○で囲

んで表示します。

「旧納税地及び旧法人

名等」

当期中に連結親法人の納税地若しくは法人名に異

動があった場合又は合併法人が被合併法人（連結親

法人であった法人）の最後連結事業年度の申告をす

る場合には旧納税地又は旧法人名（被合併法人名）

を、本店又は主たる事務所の所在地と納税地とが異

なる場合には本店又は主たる事務所の所在地を記載

するなど参考となる事項を記載します。

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。

ただし、「売上金額」欄については、個別帰属額

等の一覧表の「連結親法人及び連結子法人の個別帰

属額等の合計額」欄における「売上金額」欄の金額

を移記してください。

売上金額は、消費税

の事業者免税点の参考

となり、また税務署に

おける事務の効率化に

もつながることから、

記載をお願いしています。

別 表 等
送付要否

要 否
税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、別表セット及び勘定

― ８ ―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

科目内訳明細書の送付が不要な場合は、「否」欄に

○をします。

現在、「送付不要」としている連結親法人が、翌

連結事業年度以降、別表セット等の送付が必要と

なった場合は、「要」欄に○をしてください。

税理士法第３０条
の書面提出有

税理士法第３３条
の２の書面提出有

税理士法第３０条�税務代理の権限の明示�又は第

３３条の２�計算事項、審査事項等を記載した書面の

添付�に規定する書面を申告書に添付する場合に

は、該当する欄に○をしてください。

「連結事業年度分の

申告書」

空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との

区分に応じてそれぞれ「連結確定」又は「連結中

間」と記載します。

なお、期限後申告書である場合には、「期限後連

結確定」と記載してください。

この申告が連結中間

申告書である場合には、

更に、

「�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

連結中 平成 年

間申告 月 日

の場合 平成 年

の計算 月 日

期間 」

にその計算期間を記載

してください。

「法人税額の特別控除

額３」

平成２０年４月１日前に開始し、かつ、同日以後に

終了する連結事業年度については、この欄の算式を

「平成２０年改正前の別表六の二（三）「２３」＋平成

２０年改正前の別表六の二（四）「１３」＋別表六の二

（七）「２５」＋別表六の二（八）「３６」＋平成２０年改

正前の別表六の二（七）「３６」＋別表六の二（十）

「２６」＋別表六の二（十一）「３７」＋別表六の二

（十二）「３６」＋別表六の二（十三）「７」＋別表六

の二（十四）「９」」と読み替えて計算した金額を記

載します。

「リース特別控除取戻

税額５」

法第４条の５第１項�連結納税の承認の取消し

等�の規定により法第４条の２�連結納税義務者�

の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年

度で、次に掲げる規定の適用により法人税額に加算

することとされる金額がある場合には、その金額に

ついてもこの欄に記載してください。

① 措置法第６８条の９第１１項�連結納税の承認を取

この場合、その金額

の計算に関する明細を

別紙に記載して添付し

てください。

― ９ ―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額�

② 措置法第６８条の１０第５項�連結納税の承認を取

り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設

備等に係る法人税額�

③ 措置法第６８条の１１第５項�連結納税の承認を取

り消された場合の中小連結法人の機械等に係る法

人税額�

④ 措置法第６８条の１２第７項�連結納税の承認を取

り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税

額�

⑤ 措置法第６８条の１３第４項�連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定地域における工業用

機械等に係る法人税額�

⑥ 措置法第６８条の１４第５項�連結納税の承認を取

り消された場合の沖縄の特定中小連結法人の経営

革新設備等に係る法人税額�

⑦ 措置法第６８条の１５第５項�連結納税の承認を取

り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人

税額�

⑧ 平成１８年改正法附則第１３２条�連結法人が情報

通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控

除に関する経過措置�の規定によりなおその効力

を有するものとされる平成１８年改正前の措置法第

６８条の１５第１２項�連結納税の承認を取り消された

場合の情報通信機器等に係る法人税額�

「法人税額計１０」 措置法第６８条の６７第１項に規定する使途秘匿金の

支出がある場合には、使途秘匿金の支出の額の４０％

相当額をこの欄の上段に外書として、記載します。

ただし、平成２０年４月１日から２０年改正法の公布

の日（平２０．４．３０）前にした使途秘匿金の支出の額

については、記載を要しません。

この場合、「控除税

額１２」及び「差引連結

所得に対する法人税額

１３」の欄の記載に当

たっては、この外書き

をした金額を「１０」に

含めて計算します。

―１０―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「仮装経理に基づく過

大申告の更正に伴う控

除法人税額１１」

当期が仮装経理に基づく過大申告の更正があった

日の属する連結親法人事業年度（法第１５条の２第１

項に規定する連結親法人事業年度をいいます。）開

始の日から５年以内に開始した連結事業年度であ

り、かつ、その更正の通知書に記載された繰越控除

される法人税額のうち前期以前の法人税額からまだ

控除されていない金額がある場合に、その金額を記

載します。

「差引連結所得に対す

る法人税額１３」

この金額が１００円未満となる場合又はマイナスと

なる場合は記載しないでください。

「連結中間申告分の法

人税額１４」

この申告が連結確定申告である場合に連結中間申

告により納付すべき中間納付額を記載します。

当該税額の納付の有

無にかかわらず記載し

ます。

「差引確�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

連結中間申

定法人 告の場合は

税額 その税額と

し、マイナ

�－� スの場合は、

�へ記入

１５」

この金額が１００円未満となる場合又はマイナスと

なる場合は記載しないでください。この場合のマイ

ナスの金額は「連結中間納付額１７」に記載します。

「この申告による還付

金額」の各欄

この申告が連結確定申告であり、かつ、所得税額

等の還付金額、連結中間納付額の還付金額又は連結

欠損金の繰戻しによる還付請求税額がある場合に、

それぞれの金額を記載します。

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

１８」

この申告が修正申告でなく当初の申告である場合

には、還付請求書の「還付金額」をこの欄の外書に

移記します。

当期が平成１４年４月

１日から平成２２年３月

３１日までの間に終了す

る連結事業年度である

場合には、連結親法人

について解散等（適格

合併による解散及び合

併類似適格分割型分割

後の解散を除きま

す。）の特別な事実が

あるときを除き、法第

―１１―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

８１条の３１�連結欠損金

の繰戻しによる還付�

の規定の適用を受ける

ことができませんので

注意してください。

なお、平成２０年４月

１日から２０年改正法の

公布の日（平２０．４．３０）

前に終了した連結事業

年度については、上記

にかかわらず、法第８１

条の３１の規定の適用を

受けることができます。

「�の金額又は８００万

円×
１２
相当額のうち

少ない金額３０」から

「連結所得金額３２」ま

での各欄

当期末における資本金の額若しくは出資金の額が

１億円以下の連結親法人又は資本若しくは出資を有

しない連結親法人（相互会社を除きます。）の場合

に記載します。

当期末における資本

金の額又は出資金の額

が１億円を超える連結

親法人及び相互会社の

場合には、「その他の

法人の場合３３」に記載

し、この欄には記載し

ないでください。

「�の金額又は８００万

円×
１２
相当額のうち

少ない金額３０」

分子の空欄には、当期の月数（暦に従って計算

し、１月未満の端数は切り上げます。）を記載します。

なお、この算式により計算した金額に１，０００円未

満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金

額を記載しますが、その端数が「１」の連結所得金

額の１，０００円未満の端数より多いときは、その端数

を切り上げた金額を記載します。

「還付を受けようとす

る金融機関等」

「計１９」の還付金額について、取引銀行などの預

貯金口座への振込みを希望される場合は、その取引

銀行等の名称、預貯金口座名及びその口座番号を記

載してください。ゆうちょ銀行の貯金口座への振込

みを希望される場合は「ゆうちょ銀行の貯金記号番

号」に貯金総合口座の記号番号のみを、ゆうちょ銀

行の各店舗又は郵便局窓口での受取りを希望される

場合は「郵便局名等」に支払を受けようとする郵便

局名等のみを記載してください。

連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額が

あるときは、別に還付

請求書の提出が必要で

す。

―１２―
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� 修正申告の場合

�によるほか、次により記載します。

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結事業年度分の

申告書」

空欄には、連結確定申告書と連結中間申告書との

区分に応じてそれぞれ「修正連結確定」又は「修正

連結中間」と記載します。

「連結中間申告分の法

人税額 14」

この申告前の連結確定申告等において連結中間納

付額の還付金額がある場合にも、その還付金額を控

除する前の連結中間申告分の法人税額を記載します。

「所得税額等の還付金

額 16」又は「連結中

間納付額 17」

既に還付を受けてい

るかどうかに関係なく

記載します。

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

18」

既に還付を受けている場合には、この修正申告に

より確定した連結欠損金額を基礎として計算される

還付を受けるべき金額を本書に記載しますが、この

場合、既に還付を受けた金額のほか、その還付に際

し還付加算金の支払を受けているときは、この申告

による還付金額に対応する還付加算金の額を含めて

記載します。

（例）

既に還付を受けた金額

５００，０００円

同上の還付加算金

３０，０００円

修正申告による還付金額

３００，０００円

還付を受けるべき金

額に対応する還付加

算金

３０，０００円×
３００，０００円

５００，０００円

＝１８，０００円

この欄に記載する金額

３００，０００円＋１８，０００円

＝３１８，０００円

「法人税額 23」 この申告前の申告書の「15」の金額を記載します

が、この申告が更正又は決定後初めてのものである

場合には、更正決定通知書の「更正又は決定の金

額」の「差引連結所得に対する法人税額」の金額か

ら連結中間申告分の法人税額を控除した金額を記載

します。

「還付金額２４」 この申告前の申告書の「１６」及び「１７」の金額

に、既に還付された連結欠損金の繰戻しによる還付

金額を加算した金額を記載しますが、この申告が更

連結欠損金の繰戻し

による還付金額につき

還付加算金の支払を受

―１３―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

正又は決定後初めてのものである場合には、更正決

定通知書の更正又は決定後の還付所得税額等の金額

と還付金額との合計額を記載します。

けている場合には、そ

の還付加算金の額を含

めて記載します。

「この申告により納付

すべき法人税額又は減

少する還付請求税額

２５」

「１５」、「１９」及び「この申告が修正申告である場

合」の各欄のうち記載金額のある欄に応じて、次の

金額を記載します。この場合、その金額が１００円未

満となるときは記載しないでください。

� 「１５」と「２３」とがある場合には、「１５」の金額

から「２３」の金額を控除した金額

� 「１５」と「２４」の本書とがある場合には、「１５」

の金額と「２４」の本書の金額との合計額

� 「１９」の本書と「２４」の本書とがある場合に

は、「２４」の本書の金額から「１９」の本書の金額

を控除した金額

「連結欠損金の繰戻し

による還付請求税額

１８」から「この申告に

より納付すべき法人税

額又は減少する還付請

求税額２５」までの外書

各欄の外書は、この申告が連結欠損金の繰戻しに

よる還付金額が過大であったことによる修正申告で

あり、かつ、その繰戻しによる還付が行われていな

い場合に限り、次により記載します。

� 「１８」及び「１９」には、この申告による減少後

の還付請求税額を外書きします。

� 「２４」には、この申告前の還付請求税額を外書

きします。

� 「２５」には、「２４」の外書の金額から「１９」の外

書の金額を控除した金額を外書きします。

〔留意事項 法人課税信託の名称の併記〕
法第２条第２９号の２�定義�に規定する法人課税信託の受託者がその法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署

長等に申告書等を提出する場合には、申告書等には、受託者の法人名又は氏名のほか、その法人課税信託の名称を併せて記載して

ください。

なお、法人課税信託の名称の併記をする場合には、法人課税信託の名称を１番上段に、その法人課税信託の受託者の法人名を下

段に記載してください。

（注） 平成１９年度税制改正における新信託法の制定に伴う法の改正後の規定は、原則として、新信託法の施行の日（平成１９年９

月３０日）以後に効力が生ずる信託（遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含

みます。）について適用し、同日前に効力が生じた信託（遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを

含み、新法信託を除きます。）については、従前どおりとされています（平成１９年改正法附則３４①、平成１９年改正令附則８）。

（新法信託とは、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第１０９号）第３条第１項、第６条第１

項、第１１条第２項、第１５条第２項、第２６条第１項、第３０条第２項又は第５６条第２項�新法の適用等�の規定により同法第３
条第１項に規定する新法信託とされた信託をいいます。）

―１４―
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別表三の二 「連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関す
る明細書」

１ この明細書の用途等

この明細書は、別表二の「判定結果１８」において「特定同族会社」に該当する連結親法人が、法

第８１条の１３第１項�連結特定同族会社の特別税率�の規定により法人税を課される留保金額及び税
額を計算する場合に使用します。

ただし、次の�に掲げる連結親法人が次の�に掲げる連結事業年度において、次の�に掲げる書
類を連結確定申告書に添付した場合には、法第８１条の１３第１項の規定は適用されませんので、この

明細書の記載は必要ありません。

�連結親法人 �連結事業年度 �添付書類

平成２０年改正前の措置法第６８

条の１０９第１項�経営革新計画を

実施する連結法人である中小企

業者に対する特定同族会社の特

別税率の不適用�に規定する連

結親法人である特定同族会社で

平成２０年４月３０日前に中小企業

新事業活動促進法第９条第１項

の承認を受けた中小企業新事業

活動促進法第２条第１項に規定

する中小企業者に該当するもの

承認経営革新計画に従って経

営革新のための事業を実施して

いる各連結事業年度

① 中小企業新事業活動促進法

に規定する行政庁が承認をし

た旨を証する書類

② 承認経営革新計画に従って

経営革新のための事業を実施

している旨を証する書類

③ 承認経営革新計画の計画書

の写し

�注１ 上記�に掲げる書類については、「経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者
に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書」を利用してください。

２ 中小企業新事業活動促進法第２条第１項に規定する中小企業者とは、次に掲げる業種に属

する事業を主たる事業として営むかの区分に応じて、それぞれ次に掲げる資本金の額又は出資の総

額の法人及び次に掲げる従業員数（常時使用する従業員の数をいいます。）の法人並びに企業

組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等をいいます。

業 種
中小企業新事業活
動促進法第２条第
１ 項 の 該 当 号

資 本 金 の 額
又は出資の総額

従業員数

イ 製造業、建設業、運輸業その他の業
種（ロからトまでの業種を除きます。）

第１号 ３億円以下 ３００人以下

ロ 卸売業 第２号 １億円以下 １００人以下

ハ サービス業（ヘ及びトの業種を除きます。） 第３号 ５，０００万円以下 １００人以下

ニ 小売業 第４号 ５，０００万円以下 ５０人以下

ホ ゴム製品製造業（自動車又は航空機用
タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除きます。） 第５号

３億円以下 ９００人以下

ヘ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下

ト 旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下

―１５―
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なお、当期の連結所得の計算に当たって、次に掲げるような益金不算入額又は損金算入額がある

ため、当期の連結所得の金額が０となる場合であっても、当期の連結留保金額について法第８１条の

１３の規定による連結特定同族会社の特別税率が適用されることがあることに注意してください。

① 非適格合併又は非適格分割型分割による移転資産等の譲渡損失額（法８１の１３②）

② 受取配当等の益金不算入額（令第１５５条の２４�連結事業年度において他の連結法人から受ける
配当等の額�の配当等の額に係る金額を除く。）（法８１の１３②）
③ 法人税額の還付金等（過誤納及び中間納付額に係る還付金を除く。）の益金不算入額（法８１の１３②）

④ 繰越連結欠損金の損金算入額（法８１の１３②）

⑤ 分割前事業年度等の欠損金の損金算入額（法８１の１３②）

⑥ 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額（法８１の１３②）

⑦ 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額（措置法６８の６２④）

⑧ 沖縄の認定法人の連結所得の特別控除額（措置法６８の６３⑤）

⑨ 収用換地等の場合の連結所得の特別控除額（措置法６８の７３⑨）

⑩ 特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除額（措置法６８の７４⑥、６８の７５④、６８の７６

③）

⑪ 特定外国子会社等、特定外国法人又は特定外国信託が配当等をした場合の課税済留保金額の損

金算入額（措置法６８の９２⑦、６８の９３の８④）

⑫ 農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の特別控除額（措置法６８の１０１⑥）

⑬ 租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例により減額される所得の金額のうち、相手国

の居住者に支払われない金額（租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律７②）

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結留保所得金額

１」

別表四の二「４６の②」の金額を記載します。

なお、令第９条の２第１項第３号�連結利益積立

金額�に掲げる金額が生じた場合には、その金額を

この欄の上段に内書として記載します。

この場合には、「８」

の欄の記載に当たって

は、その内書として記

載した金額を「１」の

金額から減算して計算

します。

「連結法人税額６」 別表一の二�一の「差引法人税額４」＋「リース特

別控除取戻税額５」＋「同上に対する税額７」＋

「法人税額計１０」の外書－「仮装経理に基づく過大

申告の更正に伴う控除法人税額１１」－「控除税額の

計算」の「計４３」により計算した金額を記載しま

す。この場合、この金額がマイナスになるときに

は、０と記載します。

―１６―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「適格合併等により増

加した連結利益積立金

額１２」

適格合併、適格分割型分割又は連結完全支配関係

を有する他の連結法人の株式の譲渡等により増加し

た連結利益積立金額を記載します。

「適格分割型分割等に

より減少した連結利益

積立金額１３」

適格分割型分割又は連結完全支配関係を有する他

の連結法人の株式の譲渡等により減少した連結利益

積立金額を記載します。

「積立金基準額１５」 この金額がマイナスとなる場合には、０と記載し

ます。

なお、「期末連結利益積立金額１４」の金額がマイ

ナス（△）である場合には、「同上の２５％相当額１０」

の金額とそのマイナスの金額との差額に相当する金

額を記載します。

例えば、「１０」の金額が

２５，０００，０００円、「１４」の金

額が△５，０００，０００円である

場合には、２５，０００，０００円

－（△５，０００，０００円）＝

３０，０００，０００円 を「１５」に

記載します。

「定額基準額２，０００万

円×
１２
１６」

「
１２」

の分子には、当期の月数（暦に従って計

算し、１月未満の端数は切り上げます。）を記載し

ます。

「課税連結留保金額」

の「３１」及び「３２」

「
１２」

の分子には、当期の月数（暦に従って計

算し、１月未満の端数は切り上げます。）を記載し

ます。

「年３，０００万円相当額

を超え年１億円相当額

以下の金額（（（３０）－

（３１））又は（１億円×

１２
－（３１））のいずれ

か少ない金額）３２」

「課税連結留保金額３０」の金額が年３，０００万円相当

額を超える場合に、年３，０００万円相当額を超え年１

億円相当額以下の金額を記載します。

この場合、その金額に１，０００円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てた金額を記載します

が、その端数が「課税連結留保金額３０」で切り捨て

た１，０００円未満の端数より多いときは、その端数を

切り上げた金額を記載します。

３ 根拠条文

法８１の１３、令１５５の２３～１５５の２５の２、平成２０年改正前の措置法６８の１０９、平成２０年改正前の措置

法規則２２の８０

―１７―
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別表三の二付表 「連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰
属額の計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、特定同族会社に該当する連結親法人が法第８１条の１３�連結特定同族会社の特別税
率�の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、連結留保金額に対する税額のうち各連
結法人の個別帰属額を計算するために使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計

算を行う連結法人の法人名を記載します。

「個別留保所得金額

１」

別表四の二付表「４６の②」の金額を記載します。

なお、令第９条の２第１項第３号�連結利益積立

金額�に掲げる金額が生じた場合には、この金額を

上段に内書として記載します。

この場合には、「１３」

の欄の記載に当たって

は、この内書として記

載した金額を「１」の

金額から減算して計算

します。

「連結法人間配当等の

当期支払額２」

その支払に係る基準日（その定めがない場合に

は、その支払に係る効力が生ずる日。以下同じ。）

にその連結法人との間に連結完全支配関係がある他

の内国法人に当該連結事業年度に支払う配当等の額

（令第１５５条の２３第１項�連結留保金額から控除す

る金額等�に規定する配当等の額をいいます。以下

同じ。）を記載します。

「連結法人間配当等の

当期受取額３」

その支払に係る基準日にその連結法人との間に連

結完全支配関係がある他の内国法人から当該連結事

業年度に受け取る配当等の額を記載します。

「当期末配当等の額

（連結法人間配当等の

額を除く。）５」

法第８１条の１３第３項の規定の適用を受ける剰余金

の配当又は利益の配当により減少する連結個別利益

積立金額を記載します。

「連結留保税額の個別

帰属額がないものとし

た場合に法人税の減少

額として収入すべき金

額６」

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く。）である連結法人の分」の「差引連結法人税個

別帰属額４」＋「個別リース特別控除取戻税額５」

―１８―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

＋「同上に対する税額７」＋「連結法人税個別帰属

額計１０」の外書－「個別控除税額１１」－「連結欠損

金の繰戻しによる還付金の個別帰属額１３」により計

算した金額がマイナス（△）になる場合のその金額

を記載します。

「連結留保税額の個別

帰属額がないものとし

た場合に法人税の負担

額として支出すべき金

額７」

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く。）である連結法人の分」の「差引連結法人税個

別帰属額４」＋「個別リース特別控除取戻税額５」

＋「同上に対する税額７」＋「連結法人税個別帰属

額計１０」の外書－「個別控除税額１１」－「連結欠損

金の繰戻しによる還付金の個別帰属額１３」により計

算した金額がプラスになる場合のその金額を記載し

ます。

「個別所得金額に係る

連結法人税個別帰属額

９」

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く。）である連結法人の分」の「個別所得金額又は

個別欠損金額１」の金額がプラスである場合の「算

出連結法人税個別帰属額２」の金額を記載します。

「個別欠損金額に係る

連結法人税個別帰属額

１０」

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書―連結親法人が普通法人（特定の医療法人を除

く。）である連結法人の分」の「個別所得金額又は

個別欠損金額１」の金額がマイナス（△）である場

合の「算出連結法人税個別帰属額２」の金額を記載

します。

「�＋�－�－（別表一
の二（一）「１１」のうち帰

せられる金額）－別表

六の二（二）付表「１４」－

別表六の二（四）付表一

「１６」－別表六の二（七）

「１５」－別表六の二（八）

「２２」－（別 表 六 の 二

（九）「８」＋「１４」）－別表

六の二（十）「１６」－別表

六（十一）「２３」－別表六

の二（十二）「２２」１１」

平成２０年４月１日前に開始し、かつ、同日以後に終

了する連結事業年度については、この欄を「�＋�－

�－（別表一の二（一）「１１」のうち帰せられる金

額）－別表六の二（二）付表「１４」－平成２０年改正

前の別表六の二（二）付表「１４」－平成２０年改正前

の別表六の二（四）付表一（旧別表六の二（四）付

表一）「２１」－別表六の二（七）「１５」－別表六の二

（八）「２２」－平成２０年改正前の別表六の二（七）（旧別

表六の二（七））「２２」－別表六の二（十）「１６」－別

表六の二（十一）「２３」－別表六の二（十二）「２２」１１」

と読み替えて計算した金額を記載します。

―１９―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「適格合併等により増

加した連結個別利益積

立金額１７」

適格合併若しくは適格分割型分割により被合併法

人若しくは分割法人から引継ぎを受けた連結個別利

益積立金額又は連結完全支配関係がある他の連結法

人の株式の譲渡等により増加した連結個別利益積立

金額を記載します。

「適格分割型分割等に

より減少した連結個別

利益積立金額１８」

適格分割型分割により分割承継法人に引き継いだ

連結個別利益積立金額又は連結完全支配関係がある

他の連結法人の株式の譲渡等により減少した連結個

別利益積立金額を記載します。

「個別帰属利益積立金

差額２０」

この金額がマイナスとなる場合には、０と記載し

ます。

なお、「期末連結個別利益積立金額１９」の金額が

マイナス（△）である場合には、「同上の２５％相当

額１５」の金額にそのマイナスの金額の正数金額を加

算した金額を記載します。

例えば、「１５」の金額が

２５，０００，０００円、「１９」の金

額が△５，０００，０００円である

場合には、２５，０００，０００円

と５，０００，０００円との合計

額３０，０００，０００円を「２０」に

記載します。

「基準個別留保金額

３９」

「（１３）－（（２３）、（３８）又は０）」は、次の場合に応

じそれぞれ次により記載します。

� 別表三の二の「１５」、「１６」又は「２８」に記載し

た金額のうち、「１５」の金額が最も多い場合

（１３）－（（２３）、（３８）又は０）

� 別表三の二の「１５」、「１６」又は「２８」に記載し

た金額のうち、「１６」の金額が最も多い場合

（１３）－（（２３）、（３８）又は０）

� 別表三の二の「１５」、「１６」又は「２８」に記載し

た金額のうち、「２８」の金額が最も多い場合

（１３）－（（２３）、（３８）又は０）

「連結個別留保税額の

計算」の「４０」及び「４１」

「
１２」

の分子には、連結親法人事業年度の月数

（暦に従って計算し、１月未満の端数は切り上げま

す。）を記載します。

３ 根拠条文

法８１の１８①一、令１５５の４３

―２０―
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別表四の二 「連結所得の金額の計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、各連結法人の損益計算書の当期（純）利益の額又は当期（純）損失の額を基とし

て、いわゆる申告調整により税務計算上の連結所得金額若しくは連結欠損金額又は連結留保所得金

額を計算するために使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「当期利益又は当期欠

損の額の合計額１」

各連結法人の別表四の二付表「１」の「総額①」

から「社外流出③」までの各欄の金額をこの明細書

の「１」の「総額①」から「社外流出③」までの各

欄にそれぞれ合計して記載します。

「加算」の「減価償却

の償却超過額２」から

「減算」の「所得税額

等及び連結欠損金の繰

戻しによる還付金額等

２６」までの各欄

原則として、「当期利益又は当期欠損の額の合計

額１」の「総額①」から「社外流出③」までの各欄

の記載に準じます。

「加算」の「４」以

下の空欄及び「減算」

の「９」以下の空欄に

記載すべき事項が多い

場合には、各連結法人

ごとに集計した金額を

記載することとしても

差し支えありません。

「連結所得金額又は連

結欠損金額４６」

� この明細書の「４６」

の「総 額 ①」か ら

「社外流出③」まで

の各欄の金額は、各

連結法人の別表四の

二付表「４６」の「総

額①」から「社外流

出③」までの各欄の

金額をそれぞれ合計

した金額と符合する

ことになります。

� 「総額①」の金額
は、「留保②」の金

額に「社外流出③」

の本書の金額を加算

し、これから「※」

の金額を加減算した

額と符合することに

なります。

―２１―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／００８～０３９　�の１  2008.07.11 13.52.55  Page 21



別表四の二付表 「個別所得の金額の計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、各連結法人の損益計算書の当期（純）利益の額又は当期（純）損失の額を基とし

て、いわゆる申告調整により税務計算上の各連結法人の個別所得金額若しくは個別欠損金額又は個

別留保所得金額を計算するために使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に個別所得金額若しくは個別欠損金額又は個別

留保所得金額の計算を行う連結法人の法人名を記載

します。

「当期利益又は当期欠

損の額１」の「総額①」

各連結法人の損益計算書の当期（純）利益の額又

は当期（純）損失の額を記載します。この場合、当

期（純）利益の額又は当期（純）損失の額のうちに

前期から繰り越された利益又は損失の額を含むとき

は、前期から繰り越された利益又は損失の額を控除

した金額を記載します。

「当期利益又は当期欠

損の額１」の「留保②」及

び「社外流出③」

� 「留保②」の欄には、「総額①」に記載した金額

から「社外流出③」に記載した金額の合計額を控

除した金額を記載します。

�注 「社外流出③」に記載した金額の方が多いと

きは、その超える金額を「留保②」に△印を付

して記載します。

� 「配当」の欄は、当期にその支払に係る効力が

生ずる令第９条の２第１項第７号�連結利益積立

金額�に規定する合計額並びに当期の同項第８号

の規定により令第９条第１項第９号及び第１０号

�利益積立金額�の規定に準じて計算される金額

の合計額を記載します。

「役員給与の損金不算

入額３」

法第８１条の３第１項�個別益金額又は個別損金額

の益金又は損金算入�（法第３４条の規定により同項

に規定する個別損金額を計算する場合に限りま

す。）の規定により役員に対して支給する給与のう

ち損金の額に算入されない額及び別表十四（一）の

「損金算入額３７」の金額の合計額を記載してくださ

い。

令第７２条の２第９項

に規定する基準期間が

ない特殊支配同族会社

にあっては、この欄を

記載する前に、別表四

の二付表の「加算」の

各欄のうち「３」及び

―２２―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「６」以外の各欄を記

載し、かつ、「減算」の

「１２」及び「２７」並び

に「２９」から「３２」ま

での各欄を記載し、こ

れらの欄の記載に基づ

いて、別表十四（一）

を記載してください。

「加算」の「４」以下

の空欄

� 連結法人が費用又は損失として経理した金額で

当期の連結所得の金額の計算上損金の額に算入さ

れないもの及び当期の連結所得の金額の計算上益

金の額に算入すべき金額で各連結法人が収益とし

て経理しなかったもの等について、その事項及び

金額を記載します。この場合、留保されている金

額は「留保②」に、社外に支出されている金額は

「社外流出③」に、それぞれ記載します。

� 措置法第６８条の９０�連結法人に係る特定外国

子会社等の留保金額の益金算入�、第６８条の９３の

６�特殊関係株主等である連結法人に係る特定外

国法人の留保金額の益金算入�の規定による益金

算入額（別表十七�二「４０」）は、措置法令第３９条

の１２０第４項等の規定により連結利益積立金額を

構成しませんので、「加算」の空欄に「特定外国

子会社等に係る課税対象留保金額」等と記載の

上、その額を「総額①」及び「社外流出③」（※

印を付けます。）に記載します。

� 税効果会計を採用

している場合におい

て、損益計算書上、

税引前当期純利益か

ら減算した「法人税

等調整額」があると

きは、「加算」の空欄

に「法人税等調整額

損金不算入」等と記

載の上、当該金額を

「総額①」及び「留保

②」に記載します。

� 「社外流出③」に

※印の金額の記載が

ある場合の「小計６」

の「社外流出③」の

記載については、こ

の「社外流出③」の

上段に※印を付して

外書きします。

「分割前事業年度等の

欠損金の損金算入額

８」

法第８１条の９第３項�連結欠損金の繰越し�の

規定により当期の連結所得の金額の計算上、損金

の額に算入される金額を記載します。

「減算」の「９」以下

の空欄

� 確定した決算において費用に含まれていないも

ので当期の損金の額に算入すべきもの又は収益に

計上されているもので当期の益金の額に算入しな

いもの等について、その事項及び金額を記載しま

す。この場合、法人計算外で経費とするもの（経

費の認定損）のように税務計算上留保した金額を

税効果会計を採用し

ている場合において、

損益計算書上、税引前

当期純利益に加算した

「法人税等調整額」が

あるときは、「減算」

―２３―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

減少させるものは、「留保②」に記載します。

� 措置法第６８条の７３の規定による収用換地等の場

合の連結所得の特別控除額又は措置法第６８条の７４

から第６８条の７６までの規定による特定事業の用地

買収等の場合の連結所得の特別控除額（別表十の

二「３７」）は、措置法令第３９条の１０１第６項等の規

定により連結利益積立金額を構成しますので、

「減算」の空欄に「収用等による特別控除額の個

別帰属損金額」等と記載の上、その額を「総額

①」及び「社外流出③」（※印を付けます。）に記

載します。

� 当期の決算の確定の日までに剰余金の処分によ

り積み立てた準備金等の金額で損金の額に算入す

るものは、「減算」の空欄に「剰余金処分による

準備金積立額認容」等と記載の上、その積立額の

全額（税効果会計を採用している場合には、その

積立額の全額とこれに対応する税効果相当額との

合計額）を「総額①」及び「留保②」に記載しま

す。この場合、積立限度超過額があるときは、

「加算」の空欄に「○○準備金積立超過額」等と

記載の上、その積立限度超過額を「総額①」及び

「留保②」に記載します。

なお、準備金等に積立限度超過額がある場合に

は、このような加算及び減算をしないで、その

積立額のうち積立限度相当額を「減算」欄に記

載しても差し支えありません。

の空欄に「法人税等調

整額益金不算入」等と

記載の上、その金額を

「総額①」及び「留保

②」に記載します。

「損金の額に算入した

法人税（附帯税を除

く。）１４」

次の区分に応じそれぞれ次の金額を記載します。

� 当期の連結法人税について費用又は損失の額と

して経理した場合……その経理した金額

� 連結法人税又は法人税について当期に納付した

場合……別表五の二�二付表一の「計９」の「仮払

経理による納付④」及び「損金経理による納付⑤」

の金額の合計額（�の金額を除きます。）

なお、�及び�のいずれの金額をも有する場合

には、それらの金額の合計額を記載します。

� その記載した金額

のうち別表五の二�二

付表一の「仮払経理

による納付④」の本

書の金額がある場合

には、この明細書の

「減算」の空欄に

「仮払税金」等と記

載の上、その合計額

―２４―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「損金の額に算入した

連結法人税個別帰属額

１５」

連結法人が費用又は損失の額として経理した連結

法人税個別帰属額について、その金額を記載しま

す。

を「総 額 ①」及 び
「留保②」に併せて
記載します。
�注 この仮払税金を
その後の連結事業
年度において消却
した場合には、そ
の消却をした連結
事業年度におい
て、次の区分に応
じ、次のように処
理します。
イ 損金経理により
消却した場合
その税金が損金
不算入のものであ
ると否とを問わ
ず、この明細書の
「加算」の空欄に
「仮払税金消却」
等と記載の上、そ
の合計額を「総額
①」と「留保②」
に記載します。
ロ 納税充当金で消
却した場合 この
明細書には記載し
ないで、別表五の
二�一付表一におい
て、前期から繰り
越された「仮払税
金」の「減②」に
その消却した金額
を△印を付して記
載するとともに、
「納税充当金２０」
の「減②」に同額
を記載します。

� 別表五の二�二付表
一の「損金経理によ
る納付⑤」に外書の
金額（過誤納）があ
る場合には、この明
細書の「加算」の空
欄に「未収過誤納
金」等と記載の上、
その金額を「総額
①」及び「留保②」
に記載します。

「損金の額に算入した

附帯税（利子税を除

く。）の負担額１６」

連結法人が費用又は損失の額として経理した連結

法人税に係る附帯税（利子税を除きます。）の負担

額を記載します。

「損金の額に算入した

道府県民税（利子割額

を除く。）及び市町村

民税１７」

別表五の二�二付表一の「１０」、「１１」、「中間１３」及

び「計２０」の「仮払経理による納付④」及び「損金

経理による納付⑤」の金額の合計額を記載します。

「損金の額に算入した

道府県民税利子割額

１８」

別表五の二�二付表一の「利子割１２」の「仮払経理

による納付④」及び「損金経理による納付⑤」の金

額の合計額を記載します。

「損金の額に算入した

納税充当金１９」

別表五の二�二付表一の「損金の額に算入した納税

充当金３６」の金額を記載します。

「損金の額に算入した

附帯税（利子税を除

く。）、加算金、延滞金

（延納分を除く。）及

び過怠税２０」

別表五の二�二付表一の「加算税及び加算金２９」か

ら「過怠税３２」までの「当期中の納付税額③～⑤」

の各欄の金額の合計額を記載します。

―２５―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「益金の額に算入した

連結法人税個別帰属額

２２」

連結法人が収益の額として経理した連結法人税個

別帰属額について、その金額を記載します。

「益金の額に算入した

附帯税（利子税を除

く。）の受取額２３」

連結法人が収益の額として経理した連結法人税に

係る附帯税（利子税を除きます。）の減少額として

受け取る金額を記載します。

「納税充当金から支出

した事業税等の金額

２４」

別表五の二�二付表一の「事業税４０」から「４３」ま

での金額の合計額を記載します。

別表五の二�二付表一

の「損金不算入のもの

４２」に金額の記載があ

る場合には、その税目

等をこの明細書の「加

算」に記載の上、その

金額を「総額①」及び

「社外流出③」に記載

します。

「法人税等の中間納

付額及び過誤納に係る

還付金額２５」

連結法人税、法人税、道府県民税及び市町村民税

の中間納付額並びにこれらの税の過誤納に係る還付

金額について、連結法人がそれを当期利益の額に含

めている場合にその金額を記載します。

なお、道府県民税利子割額の還付金額も含めて記

載します。

利子税相当額の還付

金については、その納

付した時に損金の額に

算入されていますの

で、この欄で減算する

ことはできません。

「所得税額等及び連

結欠損金の繰戻しによ

る還付金額等２６」

次に掲げる還付金額で当期にその還付を受けるこ

とが確定したものについて、その額を当期利益の額

に含めているといないとにかかわらず記載します。

この場合に、これらの確定した還付金額を当期利益

の額に含めていないときは、「加算」の空欄に「未

収の所得税額の還付金」等として「総額①」及び

「留保②」に記載し、その後の連結事業年度でこれ

らの還付金を当期利益の額に含めた場合には、その

金額を「減算」の空欄に「未収の所得税額の還付

金」等と記載の上、還付金の額を「総額①」及び

「留保②」に記載します。

� 所得税額の還付金額、控除対象外国法人税額の

還付金額

� 連結欠損金の繰戻しによる還付金額

� 国税通則法の規定による附帯税（利子税を除き

ます。）の還付金額

前期分の申告におい

て所得税額の還付が生

じたため、その還付を

受けていた場合におい

て、その後前期分の連

結法人税につき更正処

分があり、その還付を

受けた所得税額の全部

又は一部に相当する金

額の追徴があったとき

は、その追徴された金

額に相当する還付所得

税額は、この欄には記

載しないでください。

この場合、その還付

を受けた所得税額が当

―２６―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

� 地方税法の規定による各種加算金及び延滞金

（同法第６５条、第７２条の４５の２又は第３２７条の規

定による納期限の延長を受けた期間に係るものを

除きます。）の還付金額

� �から�まで及び「法人税等の中間納付額及び

過誤納に係る還付金額２５」に記載されるもの以外

の租税で損金の額に算入されないものの還付金額

期利益の額に含まれて

いるときは、その追徴

された所得税額に相当

する金額は、「減算」

の空欄に「追徴された

所得税額」等として

「総額①」及び「留保

②」の欄にそれぞれ記

載します。

「非適格合併又は非

適格分割型分割による

移転資産等の譲渡利益

額又は譲渡損失額４３」

� 連結親法人事業年度開始の日の合併（適格合併

を除きます。）により合併法人に資産及び負債の

移転をした場合に、資産及び負債のその移転によ

る譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を被合併

法人の合併の日の前日の属する連結事業年度分の

この明細書に記載します。

� 連結親法人事業年度開始の日の分割型分割（適

格分割型分割を除きます。）により分割承継法人

に資産及び負債の移転をした場合に、資産及び負

債のその移転による譲渡に係る譲渡利益額又は譲

渡損失額を分割法人の分割型分割の日の前日の属

する連結事業年度分のこの明細書に記載します。

譲渡損失額を記載す

る場合は、その金額を

△印を付して記載しま

す。

「個別所得金額又は個

別欠損金額４６」

「総額①」の金額は、

「留保②」の金額に「社

外流出③」の本書の金

額を加算し、これから

「※」の金額を加減算し

た額と符合することに

なります。

―２７―
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別表五の二（一） 「連結利益積立金額の計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、法第２条第１８号の２及び令第９条の２�連結利益積立金額�に規定する連結利益
積立金額を計算するために使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「各連結法人の連結個

別利益積立金額」の各

欄

各連結法人ごとにその法人名及び別表五の二�一付

表一「１９」の欄の金額をそれぞれ記載します。

「未納連結法人税（附

帯税を除く。）１６」

各連結法人の別表五の二（一）付表一の「未払連結

法人税個別帰属額２１」を合計した金額を記載しま

す。

この欄の③には、連

結親法人に係る別表五

の二（二）付表一の「中

間７」の②及び「確定

８」の②の金額を移記

しないでください。

３ 根拠条文

法２十八の二、令９の２

―２８―
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別表五の二（一）付表一 「連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の
額の計算に関する明細書」

１ 連結個別利益積立金額の計算に関する明細書

� この明細書の用途

この明細書は、法第２条第１８号の３及び令第９条の３�連結個別利益積立金額�に規定する連
結個別利益積立金額を計算するために使用します。

� 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に連結個別利益積立金額の計算を行う連結法人

の法人名を記載します。

「区分」の「 積

立金２」以下の空欄

� 「利益準備金１」以外の連結個別利益積立金額

（税務上の否認金額のうち留保した金額を含みま

す。）について、その名称を記載します。

� 連結親法人が、自己の連結個別利益積立金額の

計算を行う場合には、次によります。

イ 各連結法人の当期に係る連結法人税個別帰属

支払額（法第８１条の１８第１項�連結法人税の

個別帰属額の計算�の規定により計算される各

連結法人が各連結事業年度の連結所得に対する

法人税の負担額として支出すべき金額をいいま

す。以下同じ。）を受け取ることとなる場合に

おいて、空欄に「未収連結法人税個別帰属支払

額」と記載し、その受け取ることとなる金額

（各連結法人の「未払連結法人税個別帰属額

２１」の「当期の増減」の「増③」の「中間」及

び「確定」の金額のうち連結法人税個別帰属支

払額を合計した金額）を「当期の増減」の「増

③」に△印を付さずに記載します。

ロ 各連結法人の当期に係る連結法人税個別帰属

受取額（法第８１条の１８第１項の規定により計算

される各連結法人が各連結事業年度の連結所得

に対する法人税の減少額として収入すべき金額

をいいます。以下同じ。）を支払うこととなる

場合において、空欄に「未払連結法人税個別帰

属受取額」と記載し、その支払うこととなる金

左記�イ及びロの

「各連結法人」には、連

結親法人が含まれま

す。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

額（各連結法人の「未払連結法人税個別帰属額

２１」の「当期の増減」の「増③」の「中間」及

び「確定」の金額のうち連結法人税個別帰属受

取額を合計した金額）を「当期の増減」の「増

③」に△印を付して記載します。

ハ 連結親法人の別表五の二�付表一の「確定

８」の「期末現在未納税額⑥」の本書の金額に

つき、空欄に「未納連結法人税」と記載し、そ

の金額を「当期の増減」の「増③」に△印を付

して記載します（本書に△印の付された金額が

ある場合（すなわち、連結法人税の中間分に未

納税額がある場合）には、△印を付さずに記載

します。）。

なお、同付表一の「確定８」の「期末現在未

納税額⑥」に外書（△印）の金額がある場合

（すなわち、中間納付額の還付金がある場合）

には、空欄に「未収還付連結法人税」等と記載

の上、「当期の増減」の「増③」にその金額

（△印は付けません。）を記載します。

「期首現在連結個別利

益積立金額①」

前期分のこの明細書の「差引翌期首現在連結個別

利益積立金額④」の各欄の金額（更正又は決定が

あった場合には、その更正又は決定に基づいて調整

した後の金額）を移記します。

なお、前期が単体法人である連結法人又は当期中

に自己を分割法人とする分割型分割（連結親法人事

業年度開始の日に行うものを除きます。）を行った

連結法人にあっては、前期又は分割型分割の日の前

日の属する事業年度（以下「分割前事業年度」とい

います。）の別表五�一の「差引翌期首現在利益積立

金額④」の各欄の金額（更正又は決定があった場合

には、その更正又は決定に基づいて調整した後の金

額）をこの明細書の該当する欄に記載します。

この申告が連結中間

申告であるときは、こ

の欄だけを記載し、

「当期の増減」及び

「差引翌期首現在連結

個別利益積立金額④」

の欄の記載は必要あり

ません。

「当期の増減」 原則として、「減②」には別表四の二付表の「減

算」の「留保②」の金額を、「増③」には同付表の

「加算」の「留保②」の金額を、その内容に応じて

記載します。この場合に同付表の「減算」欄に記載

した「仮払税金（仮払連結法人税、仮払法人税、仮

� 別表四の二付表の

「加算」の「損金の

額に算入した法人税

（附帯税を除く。）

１４」の「留保②」の

―３０―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／００８～０３９　�の１  2008.07.11 13.52.55  Page 30



欄 記 載 要 領 注 意 事 項

払道府県民税又は仮払市町村民税）」については

「増③」に△印を付けて記載します。

なお、次のような場合には、同付表と関係なく次

によります。

� 納税充当金を取り崩して、連結法人税（利子税

及び延滞税を除きます。）、法人税（利子税及び延

滞税を除きます。）、道府県民税又は市町村民税の

額を納付した場合には、「納税充当金２０」の「減

②」にその合計額を記載するとともに、連結法人

税にあっては「３」から「１７」までの空欄のいず

れかに「未納連結法人税」と記載した欄の「減

②」にその金額を△印を付して、その他のものに

あっては「未納法人税２２」、「未納道府県民税２３」

又は「未納市町村民税２４」の「減②」にこれらの

税額をそれぞれ記載します。

� 当期の中間納付額として納付すべき連結法人

税、道府県民税又は市町村民税の額がある場合に

は、納付の有無に関係なく、別表五の二�付表一

の「中間７」の「当期発生税額②」の金額を△印

を付して「３」から「１７」までのいずれかの空欄

に「未納連結法人税」と記載した欄の「増③」の

「中間」欄に、同付表一の「中間１３」及び「中間

１８」の「当期発生税額②」の金額を「未納道府県

民税２３」及び「未納市町村民税２４」の「増③」の

「中間」欄にそれぞれ記載します。

� 当期中に支払を受ける利子等（当期末までにそ

の利払期の到来しているものに限ります。）に係

る道府県民税利子割額がある場合には、納付の有

無に関係なく、別表五の二�付表一の「利子割

１２」の「当期発生税額②」の金額を「未納道府県

民税２３」の「増③」の「中間」欄に記載します。

� 中間配当積立金等を取り崩して剰余金の配当

（資本剰余金の額の減少に伴うものを除きます。

以下同じ。）若しくは利益の配当又はいわゆる中

間配当（資本剰余金の額の減少に伴うものを除き

ます。以下同じ。）をした場合には、その積立金

の取崩額を「減②」に記載します。なお、この金

額は「繰越損益金１８」の「増③」の金額に含まれ

金額のうち連結法人

税（未納のものを除

きます。）にあって

は△印を付して「未

納連結法人税」と記

載した欄の「減②」

に、法人税にあって

は「未納法人税２２」

の「減②」に記載し

ます。また、「損金

の額に算入した連結

法人税個別帰属額

１５」の「留保②」の

金額（未払のものを

除きます。）につい

ては「未払連結法人

税個別帰属額２１」の

「減②」に△印を付

して、「損金の額に

算入した道府県民税

（利 子 割 額 を 除

く。）及び市町村民

税１７」及び「損金の

額に算入した道府県

民税利子割額１８」の

「留保②」の金額に

ついては「未納道府

県民税２３」及び「未

納市町村民税２４」の

「減②」にそれぞれ

記載します。

なお、連結法人税

及び連結法人税個別

帰属額の当期発生額

を損金の額又は益金

の額に算入し、「未

払金」又は「未収入

金」等により経理し

―３１―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／００８～０３９　�の１  2008.07.11 13.52.55  Page 31



欄 記 載 要 領 注 意 事 項

ることになります。

なお、この場合に会社法第４４５条第４項の規定

により積み立てた剰余金の配当に係る利益準備金

の額は、「利益準備金１」の「増③」に記載します。

� 適格合併又は適格分割型分割により被合併法人

又は分割法人から引継ぎを受けた利益積立金額又

は連結個別利益積立金額がある場合には、令第９

条第１項第２号又は第４号�適格組織再編成によ

り引継ぎを受ける利益積立金額等�の規定に準じ

て計算した金額を「増③」に記載します。

� 適格合併に該当しない合併により合併法人が有

する法第２４条第２項�配当等の額とみなす金額�

に規定する抱合株式について令第９条第１項第３

号の親法人株式が交付されずに株式割当等を受け

たものとみなされる場合には、同号に準じて計算

した金額を「増③」に記載します。

� 適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ

連結個別利益積立金額がある場合には、令第９条

第１項第１１号の規定に準じて計算した金額を「減

②」に記載します。

� 資本の払戻し等又は自己株式の取得等により払

い戻した連結個別利益積立金額がある場合には、

「減②」に記載します。

� 減価償却資産につき減価償却超過額（法第３１条

第４項�減価償却資産の償却費の計算及びその償

却の方法�に規定する損金の額に算入されなかっ

た金額をいいます。）がある場合において、その

減価償却資産につき令第４８条第５項第３号ハ�減

価償却資産の償却の方法�に規定する評価損が生

じたときには、その評価損はまずその減価償却超

過額からなるものとして、その評価損の金額と減

価償却超過額の金額（その減価償却資産に係る前

期から繰り越された減価償却超過額と当期の償却

超過額との合計額）とのいずれか少ない金額を、

「区分」の欄に「減価償却超過額」と記載した欄

の「減②」に記載するとともに、その減価償却資

産に係る評価損の金額を「減②」に記載した同欄

の上段に△印を付して記載します。

た場合には、この明

細 書 の「３」か ら

「１７」までの空欄の

いずれかに「未払

金」又 は「未 収 入

金」等と記載の上、

その欄の「増③」に

その経理した金額を

記載します（未収入

金に相当する金額は

△印を付します。）。

� 当期中に剰余金の

処分により積み立て

た準備金等の金額で

損金の額に算入する

ものについては、そ

の積立額を「当期の

増減」の「増③」に

記載し、別表四の二

付表において「減

算」の「９」以下の

空欄に記載した金額

を「当期の増減」の

「増③」に△印を付

して記載します。

また、当期末後、

当期の決算の確定の

日までに剰余金の処

分により積み立てた

準備金等の金額で損

金の額に算入するも

のについては、別表

四の二付表において

「減算」の「９」以

下の空欄に記載した

金額を「当期の増

減」の「増③」に△

印を付して記載しま

―３２―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

す（その積立額は、

翌期において「当期

の増減」の「増③」

に記載します。）。

� 剰余金の配当、利

益の配当若しくは中

間配当又はこれらに

係る利益準備金の積

立てのために取り崩

した繰越利益金の額

は、「繰越損益金１８」

の「減②」の金額に

含まれることになり

ます。

「繰越損益金１８」 「期首現在連結個別利益積立金額①」には、前期

繰越利益金を黒書し、前期繰越欠損金を△印を付し

て記載し、同一金額を「減②」に記載することに

よって「期首現在連結個別利益積立金額①」を０と

し、改めてその連結事業年度の繰越利益剰余金の当

期末残高を「当期の増減」の「増③」に記載しま

す。

「増③」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業

年度又は各連結事業年度（法第６４条の４第１項�公

益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の

計算�の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年

度又は各連結事業年度を除きます。）において次に

掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める

金額を同欄の上段に内書として記載します。この場

合には、「差引合計額２５」の欄の記載に当たって

は、当該内書きとして記載した金額を「繰越損益金

１８」から減算して計算します。

� 公益法人等のその収益事業以外の事業に属して

いた資産及び負債がその収益事業に属する資産及

び負債となったこと 当該資産の価額としてその

収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該

負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記

載された金額を減算した金額

―３３―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

� 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当す

ることとなったこと（法第６４条の４第１項の規定

の適用があったものを除きます。） その該当す

ることとなった時（�において「移行時」といい

ます。）において有する資産（その収益事業以外

の事業に属していた資産に限ります。）の価額と

してその移行時においてその帳簿に記載されてい

た金額からその移行時において有する負債（その

収益事業以外の事業に属していた負債に限りま

す。）の価額としてその移行時においてその帳簿

に記載されていた金額を減算した金額

� 法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人

とする適格合併（法人が当該適格合併の時におい

て資本又は出資を有する法人であった場合には、

当該適格合併に係る被合併法人のすべてが資本又

は出資を有しない法人であったものに限りま

す。）により資産及び負債（法人が当該適格合併

の時において公益法人等であった場合には、その

収益事業に属する資産及び負債となったものに限

ります。）の引継ぎを受けたこと（法第６４条の４

第２項の規定の適用があったものを除きます。）

当該資産の令第１２３条の３第４項�適格合併及

び適格分割型分轄における合併法人等の資産及び

負債の引継価額等�に規定する帳簿価額から当該

負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併

に係る令第９条第１項第２号�利益積立金�に掲

げる金額の合計額を減算した金額

� 法第６４条の４第１項若しくは第２項の規定の適

用があったこと（令第１３１条の５第１項第３号又

は第４号�累積所得金額から控除する金額等の計

算�に掲げる場合に該当するものに限ります。）

又は法人を合併法人とする合併につき令第１３１条

の５第８項の規定の適用があったこと 当該連結

事業年度終了の日における同条第７項に規定する

調整公益目的財産残額に相当する金額

―３４―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「未払連結法人税個別

帰属額２１」

各連結法人の当期に係る連結法人税個別帰属支払

額又は連結法人税個別帰属受取額を「当期の増減」

の「増③」の「確定」欄に記載します（連結法人税

個別帰属支払額については△印を付して記載しま

す。）。

連結法人税の中間納

付に係るものがある場

合には、「当期の増減」

の「増③」の「中間」

欄に記載します。

「未納法人税（附帯税

を除く。）２２」

所得に対する法人税（リース特別控除取戻税額、

連結納税の承認の取消しに係る特別控除取戻税額、

使途秘匿金の支出の額に対する法人税、土地譲渡利

益金額に対する法人税及び特定同族会社又は同族会

社の留保金額に対する法人税を含みます。）の本税

の額を記載します。

「未納道府県民税２３」

及び「未納市町村民税

２４」の「当期の増減」

の「増③」の「確定」

の各欄

別表五の二�二付表一の道府県民税又は市町村民税

の額の「期末現在未納税額⑥」の「１４」及び「１９」

の本書の金額をそれぞれ記載します。

別表五の二�二付表一

の「期末現在未納税額

⑥」の「１４」及び「１９」

に外書（△印）の金額

がある場合（すなわ

ち、中間納付額の還付

金がある場合）には、

「３」から「１７」まで

の空欄に「未収還付道

府県民税」等と記載の

上、「当期の増減」の

「増③」にその金額

（△印 は 付 け ま せ

ん。）を記載します。

�注 この明細書は、連結親法人を除き、通常の場合には次の算式により検算ができます（連結親

法人にあっては、この明細書に記載する「未収連結法人税個別帰属支払額」から「未払連結法

人税個別帰属受取額」を減算した額と「未納連結法人税」との間に差額がある場合には、その

差額に相当する金額が検算式と不符合となります。）。

なお、当期中の適格合併若しくは適格分割型分割により被合併法人若しくは分割法人から引

継ぎを受けた利益積立金額又は連結個別利益積立金額、合併法人において増加する連結個別利

益積立金額及び適格分割型分割により分割承継法人に引き継ぐ連結個別利益積立金額がある場

合には、これらの金額が検算式と不符合となります。

差引合計額「２５」① ＋ 別表四の二付表留保総計「４６」② －

中間分、確定分連結法人税個別帰属額・法人税県市民税の合計額

＝差引翌期首現在連結個別利益積立金額「２５」④
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� 根拠条文

法２十八の三、令９の３

２ 連結個別資本金等の額の計算に関する明細書

� この明細書の用途

この明細書は、各連結法人の法第２条第１７号の２及び令第８条の２ �連結個別資本金等の額�
に規定する連結個別資本金等の額を計算するために使用します。

� 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「区分」の「２８」及び

「２９」の空欄

「資本金又は出資金２６」及び「資本準備金２７」以

外の連結個別資本金等の額について、その名称を記

載します。

「期首現在連結個別資

本金等の額①」

前期分のこの明細書の「差引翌期首現在連結個別

資本金等の額④」の各欄の金額（更正又は決定が

あった場合には、その更正又は決定に基づいて調整

した後の金額）を移記します。

なお、前期が単体法人である連結法人又は当期中

に自己を分割法人とする分割型分割（連結親法人事

業年度開始の日に行うものを除きます。）を行った

連結法人にあっては、前期又は分割前事業年度の別

表五�一の「差引翌期首現在資本金等の額④」の各欄

の金額（更正又は決定があった場合には、その更正

又は決定に基づいて調整した後の金額）をこの明細

書の該当する欄に記載します。

この申告が中間申告

であるときは、この欄

だけを記載し、「当期

の増減」及び「差引翌

期首現在連結個別資本

金等の額④」の記載は

必要ありません。

「当期の増減」 � 令第８条第１項第１号から第１３号までの規定に

準じて計算した金額を「資本準備金２７」から

「２９」までの各欄の「増③」に記載します。

具体的には、次のような項目と金額になります。

① 株式（出資を含みます。）の発行又は自己の

株式の譲渡をした場合（令第８条第１項第１号

イからリまでに掲げる場合を除きます。）に払

い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外

の資産の価額その他の対価の額に相当する金額

からその発行により増加した資本金の額又は出

資金の額（法人の設立による株式の発行にあっ

―３６―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

ては、その設立の時における資本金の額又は出

資金の額）を減算した金額

② 新株予約権の行使によりその行使をした者に

自己の株式を交付した場合のその行使に際して

払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以

外の資産の価額（法第６１条の２第１４項に規定す

る場合に該当する場合における新株予約権が付

された新株予約権付社債についての社債にあっ

ては、その行使の直前のその社債の帳簿価額）

並びにその直前の新株予約権の帳簿価額に相当

する金額の合計額からその行使に伴う株式の発

行により増加した資本金の額を減算した金額

③ 取得条項付新株予約権（取得条項付新株予約

権が付された新株予約権付社債を含みます。）

についての取得事由の発生による取得の対価と

して自己の株式を交付した場合のその取得の直

前の取得条項付新株予約権の帳簿価額（新株予

約権付社債にあっては、その直前の新株予約権

付社債の帳簿価額）に相当する金額からその取

得に伴う株式の発行により増加した資本金の額

を減算した金額

④ 協同組合等及び令第８条第１項第４号イから

ハまでに掲げる法人が新たにその出資者となる

者から徴収した加入金の額

⑤ 合併により移転を受けた資産及び負債の純資

産価額（令第８条第１項第５号に規定する金

額）からその合併による増加資本金額等（令第

８条第１項第５号に規定する金額）を減算した

金額（被合併法人のすべて又は合併法人が資本

又は出資を有しない法人である場合には、零）

⑥ 分割型分割により移転を受けた資産及び負債

の純資産価額（令第８条第１項第６号に規定す

る金額）からその分割型分割による増加資本金

額等（令第８条第１項第６号に規定する金額）

を減算した金額

⑦ 分社型分割により移転を受けた資産及び負債

の純資産価額（令第８条第１項第７号に規定す

る金額）からその分社型分割による増加資本金

―３７―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

額等（令第８条第１項第７号に規定する金額）

を減算した金額

⑧ 適格現物出資により移転を受けた資産及びそ

の資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額

（令第８条第１項第８号に規定する金額）から

適格現物出資により増加した資本金の額又は出

資金の額を減算した金額

⑨ 非適格現物出資（法第６２条の８第１項の規定

の適用を受けるものに限ります。）により現物

出資法人に交付した被現物出資法人の株式の価

額から非適格現物出資により増加した資本金の

額又は出資金の額を減算した金額

⑩ 適格事後設立により資産の移転を受け、又は

これと併せて負債の移転を受けた場合における

帳簿価額修正益に相当する金額

⑪ 株式交換により移転を受けた株式交換完全子

法人の株式の取得価額（取得に要する費用が含

まれている場合には、その費用の額を控除した

金額）から株式交換による増加資本金額等（令

第８条第１項第１１号に規定する金額）を減算し

た金額

⑫ 株式移転により移転を受けた株式移転完全子

法人の株式の取得価額（取得に要する費用が含

まれている場合には、その費用の額を控除した

金額）から株式移転の時の資本金の額等（令第

８条第１項第１２号に規定する金額）を減算した

金額

⑬ 資本金の額又は出資金の額を減少した場合

（資本又は出資を有する法人が資本又は出資を

有しないこととなった場合を除きます。）のそ

の減少した金額に相当する金額

� 令第８条第１項第１４号から第２１号までの規定に

準じて計算した金額を△印を付して「資本準備金

２７」から「２９」までの各欄の「増③」欄に記載します。

具体的には、次のような項目と金額になります。

① 準備金の額若しくは剰余金の額を減少して資

本金の額若しくは出資金の額を増加した場合の

その増加した金額又は再評価積立金を資本に組

―３８―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

み入れた場合のその組み入れた金額に相当する

金額

② 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を

有しないこととなった場合のその有しないこと

となった時の直前の資本金等の額（資本金の額

又は出資金の額を除きます。）に相当する金額

③ 分割法人の非適格分割型分割の日の前日の属

する連結事業年度終了の時の連結個別資本金等

の額に分割移転割合を乗じて計算した金額（令

第８条第１項第１６号に規定する金額）

④ 分割法人が適格分割型分割により分割承継法

人に移転をした資産の期末時の帳簿価額から移

転をした負債の期末時の帳簿価額及び適格分割

型分割に係る減少連結個別利益積立金額を減算

した金額

⑤ 適格事後設立により資産の移転を受け、又は

これと併せて負債の移転を受けた場合における

帳簿価額修正損に相当する金額

⑥ 資本の払戻し等（資本の払戻し及び解散によ

る残余財産の一部の分配をいいます。）に係る

減資資本金額（令第８条第１項第１９号に規定す

る金額）

⑦ 自己の株式の取得等をした場合（法第２４条第

１項第４号から第６号までに掲げる事由により

金銭その他の資産を交付した場合）の取得資本

金額（令第８条第１項第２０号に規定する金額）

⑧ 自己の株式の取得（適格合併又は適格分割型

分割による被合併法人又は分割法人からの引継

ぎ及び株式割当等を受けたものとみなされた場

合のその株式割当等による取得を含むものと

し、上記⑦の自己株式の取得等を除きます。）

の対価の額に相当する金額（令第８条第１項第

２１号イ又はロに掲げる事由による取得にあって

はこれらに定める金額）

３ 根拠条文

法２十七の二、令８の２

―３９―
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別表五の二（一）付表二 「連結子法人の株主等における帳簿価額修正額の
うちその連結子法人に係る部分の金額の計算に
関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、各連結子法人の当該連結事業年度末における連結個別利益積立金額又は当該事業

年度末における利益積立金額のうち、令第９条第１項第６号�利益積立金額�に定めるいわゆる投
資簿価修正の対象とされていないもの（修正未済額）を計算するために使用します。

�注 この明細書は、連結子法人に係るもののみを作成します。したがって、連結親法人に係るこの

明細書の作成は要しません。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人名を記載するとともに、かっこの中に

連結子法人名を記載します。

また、連結子法人が自己を分割法人とする分割型

分割を行った場合（法第１５条の２第１項に規定する

連結親法人事業年度開始の日にその分割型分割を

行った場合を除きます。）のその分割型分割の日の

前日の属する事業年度又は法第４条の５第１項若し

くは第２項（同項第４号又は第５号に係る部分に限

ります。）の規定により法第４条の２の承認を取り

消された場合（法第１５条の２第１項に規定する連結

親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された

場合を除きます。）のその取り消された日の前日の

属する事業年度の確定申告をする場合には、その連

結子法人名を記載します。

「最終利益積立金額

２」

令第９条第４項第１号ロ�利益積立金額�に規定

する最終利益積立金額を記載します。

「前期までの修正額

５」

前期以前において、

平成１７年改正前の旧別

表五の二（一）付表の

「Ⅱ 連結子法人の株

主等における帳簿価額

修正額のうち当該連結

子法人に係る金額の計

算に関する明細書」の

「⑥」欄に金額の記載

―４０―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

がある場合には、その

金額を含めて計算しま

す。

「当期の修正額６」 その連結子法人の株主等である連結法人（その株

主等であった連結法人を含みます。）において、そ

の連結子法人の令第９条第３項第１号に掲げる金額

につき同項の規定の適用を受けた金額を記載しま

す。

連結子法人が平成１７

年３月３１日以後に解散

（合併による解散を除

きます。）をした場合

には、令第９条第５項

の規定により計算した

金額を記載します。

「
適
格
合
併
又
は
適
格
分
割
型
分
割
に
よ
る
調
整
額
の
計
算
」
の
各
欄

各欄共通 次に掲げる場合に記載します。

� 当期以前に自己を合併法人とする適格合併を

行った場合

� 当期以前に自己を分割法人又は分割承継法人と

する適格分割型分割を行った場合

平成１７年４月１日以

後に適格合併又は適格

分割型分割が行われる

場合に記載します。

「当期の適格合併

又は適格分割型分

割により引継ぎを

受けた最終利益積

立金額１５」

次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載します。

� 当期において、連結グループ内で自己を合併法

人とする適格合併を行った場合

被合併法人が適格合併の日の前日の属する事業

年度において作成するこの明細書の「４」欄の金額

� 当期において、連結グループ内で自己を分割承

継法人とする適格分割型分割を行った場合

分割法人が適格分割型分割の日の前日の属する

事業年度において作成するこの明細書の「２２」欄

の金額

「当期の適格合併

又は適格分割型分

割により引継ぎを

受けた既修正額

１９」

次の区分に応じ、それぞれ次の金額を記載します。

� 当期において、連結グループ内で自己を合併法

人とする適格合併を行った場合

被合併法人が適格合併の日の前日の属する事業

年度において作成するこの明細書の「９」欄の金額

� 当期において、連結グループ内で自己を分割承

継法人とする適格分割型分割を行った場合

分割法人が適格分割型分割の日の前日の属する

事業年度において作成するこの明細書の「２３」欄

の金額
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
」
の
各
欄

「
当
期
が
適
格
分
割
型
分
割
の
日
の
前
日
の
属
す
る
事
業

各欄共通 自己を分割法人とする適格分割型分割を行った場

合において、当期がその適格分割型分割の日の前日

の属する事業年度又は連結事業年度であるときに記

載します。

「分割移転割合２１」 令第９条第４項第２号イの分割移転割合（令第９

条第１項第１１号に規定する割合をいいます。）を記

載します。

令第９条第１項第１１

号に規定する割合と

は、分割法人の期末時

の資産の帳簿価額から

負債の帳簿価額を減算

した金額のうちに分割

法人の期末時の移転資

産の帳簿価額から移転

負債の帳簿価額を減算

した金額の占める割合

をいいます。

３ 根拠条文

法２十八、令９

―４２―
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別表五の二（二） 「連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結利益積立金額の計算上控除する連結法人税等の税額の発生及び納付の状況並

びに納税充当金の積立て又は取崩しの状況を明らかにするために使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結法人税」の各欄 連結親法人の別表五の二�付表一の「法人税」に

記載された金額のうち連結法人税の額について連結

事業年度別に該当する欄に記載します。

「法人税」の各欄 連結親法人の別表五の二�付表一の「法人税」に

記載された金額のうち法人税額及び各連結法人（連

結親法人を除きます。）の同付表一の「法人税」に

記載された法人税額を事業年度別に該当する欄ごと

に合計して記載します。

「道府県民税」、「市町

村民税」及び「事業

税」の各欄

各連結法人の別表五の二�付表一の「道府県民

税」、「市町村民税」及び「事業税」に記載された金

額を事業年度別に該当する欄ごとに合計して記載し

ます。

「その他」の各欄 各連結法人の別表五の二�付表一の「その他」に

記載された金額を該当する欄ごとに合計して記載し

ます。

「
納
税
充
当
金
の
計
算
」の
各
欄

「期首納税充当金

３６」

各連結法人の別表五の二�付表一の「期首納税充

当金３５」の金額を合計して記載します。

「３７」から「４７」

までの各欄

各連結法人の別表五の二�付表一の「３６」から

「４６」までの各欄に記載された金額をこの明細書の

「３７」から「４７」までの該当する欄ごとに合計して

記載します。

「３８」及び「４４」は

金額の合計のみの記載

で差し支えありませ

ん。

―４３―
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別表五の二（二）付表一 「各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況
等及び租税公課の納付状況等に関する明細書」

１ 各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細

� この明細書の用途

この明細書は、各連結法人の連結個別利益積立金額の計算上控除する連結法人税個別帰属額又

は附帯税の負担額の発生及び決済の状況を明らかにするために使用します。

� 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に連結法人税個別帰属額の発生状況等を記載す

る連結法人の法人名を記載します。

「期首現在未決済額

①」

前期分のこの明細書の「期末現在未決済額⑤」の

金額を連結事業年度別に記載します。

「当期発生額②」の

「当期分 3」

当期の連結法人税個別帰属支払額（当期の連結法

人税の負担額として支出すべき金額として法第８１条

の１８第１項の規定により計算される金額をいいま

す。以下同じ。）又は連結法人税個別帰属受取額

（当期の連結法人税の減少額として収入すべき金額

として同項の規定により計算される金額をいいま

す。以下同じ。）を記載します。

なお、当期において附帯税（利子税を除きま

す。）を納付することとなった場合には、その納付

する金額のうちこの明細書に記載する連結法人に帰

せられる部分の金額を外書として記載します。

連結法人税個別帰属

受取額については△印

を付して記載します。

「当期中の決済額」の

各欄

「期首現在未決済額①」又は「当期発生額②」の

金額のうち当期中に決済された金額をその額が発生

した連結事業年度別にそれぞれ記載します。

なお、当期中に自己を分割法人とする分割型分割

（連結親法人事業年度開始の日に行うものを除きま

す。）を行った連結法人にあっては、その分割型分

割の日の前日の属する事業年度（以下「分割前事業

年度」といいます。）において決済をした金額を含

めて記載します。

―４４―
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２ 各連結法人の租税公課の納付状況等の明細

� この明細書の用途

この明細書は、各連結法人の連結個別利益積立金額の計算上控除する租税公課の発生及び納付

の状況並びに納税充当金の積立て又は取崩しの状況を明らかにするために使用します。

� 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「

法

人

税

」

の

各

欄

各欄共通 連結親法人にあっては、連結法人税及び法人税に

ついて、連結子法人にあっては、法人税について記

載します。

この場合、各欄には、連結法人税の基本税額（別

表一の二�の「差引連結所得に対する法人税額１３」

に相当する金額）又は法人税の基本税額（別表一�

の「差引所得に対する法人税額１３」に相当する金

額）を記載し、連結法人税又は法人税に係る利子

税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重

加算税の額についてはこの欄には記載しないで、

「その他」の「利子税２５」、「加算税及び加算金２９」

及び「延滞税３０」の該当欄に記載します。

この欄に記載するこ

ととなる法人税は、連

結法人が自己を分割法

人とする分割型分割

（連結親法人事業年度

開始の日に行うものを

除きます。）を行った

場合に生じる法人税、

連結納税開始前又は連

結グループ加入前の単

体申告に係る法人税の

ほか、連結子法人が他

の連結グループの連結

親法人であった期間に

生じた連結法人税とな

ります。

「期首現在未納税額

①」の「5」及び「6」

「５」及び「６」には、前期分のこの明細書の

「期末現在未納税額⑥」の金額（前期が単体法人で

ある連結法人又は当期中に自己を分割法人とする分

割型分割（連結親法人事業年度開始の日に行うもの

を除きます。）を行った連結法人にあっては、前期

又は分割前事業年度の別表五�の「期末現在未納税

額⑥」の金額）を記載します。

なお、連結親法人の直前期分に係る「期首現在未

納税額①」は、直前期分のこの明細書の「期末現在

未納税額⑥」の「中間７」の金額と「確定８」の金

額との合計額を記載します。

� 前期分の申告後に

既往年度について更

正等があった場合に

は、更正等の後の連

結法人税の額又は法

人税額を基礎として

記載します。

� 連結法人の直前期

分が単体申告の場合

には、直前期分に係

る「期首現在未納税

額①」は、直前期分

の別表五�の「⑥」

の「中間３」の金額

と「確定４」の金額

―４５―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「

法

人

税

」

の

各

欄

との合計額を記載し

ます。

「当期発生税額②」の

「中間 7」及び「確定

8」

� 「中間７」には、別表一の二�の「連結中間申

告分の法人税額１４」の金額を記載します。

� 「確定８」には、別表一の二�の「差引確定法

人税額１５」の金額を記載します。

中間分の連結法人税

の額が確定分の連結法

人税の額を超える場合

には、「確定８」には、

その超える金額を△印

を付して記載します。

「当期中の納付税額」

の各欄

連結親法人にあっては「期首現在未納税額①」

又は「当期発生税額②」に記載した連結法人税の

額又は法人税額を、連結子法人にあっては「期首

現在未納税額①」に記載した法人税額を当期中に

納付した場合に、その納付税額を納税充当金を取

り崩して納付したか、仮払金として納付したか、

又は損金経理により納付したかにより、それぞれ

該当欄に区分して記載します。この場合に、過誤

納があるときは、各欄にそれぞれ外書きしてくだ

さい。

この外書の金額は、「期末現在未納税額⑥」に移

記する必要はありません。

外書の金額は、法人

の確定した決算におい

て未収金又は仮払金と

して計上していない場

合には、別表五の二�

付表一の空欄に「未収

過誤納金」等と記載の

上、その合計額を「増

③」に記載します。

この場合「⑤」の外

書の金額は、別表四の

二付表の「加算」の空

欄にも記載することと

なります。

「期末現在未納税額

⑥」

「確定８」に記載することとなる連結法人税の額

がマイナスになる場合にあってはその金額は外書

き（△印を付けます。）します。ただし、「中間７」

に未納税額の記載がある場合にあってはその未納

税額に相当する金額に達するまでの金額は本書き

し（△印を付けます。）、「確定８」の「当期発生税

額②」の金額と本書きした金額との差額を外書き

（△印を付けます。）します。

「計 9」 「当期中の納付税額」の各欄の金額のうち連結法

人税の額を合計した金額は、連結親法人の別表五の

二�付表一の「３」から「１７」までの空欄のいずれ

かに記載した「未納連結法人税」の「減②」の金額

と符合し、連結法人税を除いた金額を合計した金額

は、各連結法人の同付表の「未納法人税２２」の「減

②」の金額と符合することになります。

―４６―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／０４０～０６８　�の２  2008.07.11 14.22.25  Page 46



欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「

道

府

県

民

税

」

の

各

欄

各欄共通 原則として「法人税」の各欄の記載に準じます。 基本税額（均等割額

を含みます。）及び道

府県民税利子割額のみ

について記載し、加算

金及び延滞金について

はこの欄には記載しま

せん。

「期首現在未納税額

①」の「10」及び「11」

「１０」及び「１１」には、前期分のこの明細書の

「期末現在未納税額⑥」の金額（前期が単体法人で

ある連結法人又は当期中に自己を分割法人とする分

割型分割（連結親法人事業年度開始の日に行うもの

を除きます。）を行った連結法人にあっては、前期

又は分割前事業年度の別表五�の「期末現在未納税

額⑥」の金額）を記載しますが、その金額が、支店

等の税率が異なっていることなどにより標準税率を

基として算出されたものであるときは、当期におい

て申告等により具体的に確定した金額を記載しま

す。

「当期発生税額②」の

「利子割１２」、「中間１３」

及び「確定１４」

� 「利子割１２」には、当期中に支払を受ける利子

等（当期末までに、その利払期の到来しているも

のに限ります。）に係る道府県民税利子割額を記

載します。

� 「中間１３」及び「確定１４」には、当期の連結法

人税個別帰属額を基礎として地方税法の規定によ

り算出した道府県民税額を記載します。ただし、

支店等が他の都道府県にある場合には、標準税率

により算出した税額を記載しても差し支えありま

せん。

「市町村民税」の各欄 「法人税」及び「道府県民税」の各欄の記載に準

じて記載します。

―４７―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「
事

業

税
」

の

各

欄

「２１」から「２３」までの

各欄

「道府県民税」の「１０」、「１１」及び「１３」の記載

に準じて記載します。この場合、前期の確定分の

税額は「２２」の「当期発生税額②」に記載しま

す。

なお、事業税の額には、地方法人特別税等に関す

る暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を

含めて記載します。

「当期中の納付税

額」の各欄に記載した

金額のうち前連結事業

年度又は前事業年度ま

でに既に損金の額に算

入された事業税の額が

ある場合には、その既

に損金の額に算入され

た事業税の額に相当す

る金額については、別

表四の二付表の「加

算」の空欄に「事業税

認定損」等として「総

額①」及び「留保②」

に記載します。

「仮払経理による納

付④」

別表四の二付表の「減算」の空欄に「仮払事業税

認定損」等として「総額①」及び「留保②」に記

載します。

「損金経理による納

付⑤」

未払金として経理した金額を含めて記載します。 当期分の事業税は、

当期の損金の額に算入

されませんから、別表

四の二付表で加算する

ことになります。

「
そ
の
他
」
の
各
欄

「当期中の納付税額」

の各欄

「法人税」の「当期中の納付税額」の各欄の記

載に準じて記載します。

なお、「２５」以下の各欄の「損金経理による納付

⑤」には、未払金として経理した金額を含めて記

載します。したがって、この経理をした金額は、

その後は期首及び期末の未納税額に記載しません。

「延滞金（延納に係

るもの）２６」

地方税法第６５条、第７２条の４５の２及び第３２７条の

規定による納期限の延長を受けた期間に係る延滞

金について記載し、その他の期間に係る延滞金に

ついては「損金不算入のもの」の「延滞金（延納

分を除く。）３１」に記載します。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「
納

税

充

当

金

の

計

算
」

の

各

欄

「期首納税充当金３５」 各連結法人の前期のこの明細書の「期末納税充当

金４６」（前期が単体法人である連結法人又は当期中

に自己を分割法人とする分割型分割（連結親法人事

業年度開始の日に行うものを除きます。）を行った連

結法人にあっては、前期又は分割前事業年度の別表

五�の「期末納税充当金４２」）を記載します。

「３７」 還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り

入れた金額等各連結法人が損金経理により繰り入れ

た金額以外の繰入額を記載します。

なお、空欄には、例えば「還付法人税等」と記載

します。

「３７」に記載した金

額が例えば、前期以前

において生じた還付金

を当期に納税充当金と

して受け入れた場合に

は、別表五の二�付表

一の「納税充当金２０」

の「増③」に記載する

とともに、該当欄の

「減②」に同額を記載

し、別表四の二付表に

は関係させません。

「損金算入のもの４１」 「利子税２５」から「２８」までの「充当金取崩しに

よる納付③」の金額の合計額を記載します。

「損金不算入のもの

４２」

「加算税及び加算金２９」から「３４」までの「充当金取

崩しによる納付③」の金額の合計額を記載します。

「４３」 納税充当金の取崩額のうち「法人税額等３９」から

「損金不算入のもの４２」まで及び「仮払税金消却

４４」以外により取り崩した金額を記載します。

「仮払税金消却４４」 前期以前に納付した税金を仮払金等として経理し

ていた金額について当期において納税充当金を取り

崩して消却した金額を記載します。

この場合には、別表

五の二�付表一におい

て、前期から繰り越さ

れた「仮払税金」の「減

②」にその消却した金

額を△印を付して記載

するとともに、「納税

充当金２０」の「減②」

に記載します。

―４９―
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別表五の二（二）付表二 「連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに
関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、納税義務者としての連結親法人が、連結グループの一員としての連結親法人及び

連結子法人と受払いをすべき連結法人税個別帰属額又は附帯税の負担額に係る未収入金又は未払金

の状況等を明らかにするために使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結親法人の計上科

目」の「未収入金」と

「未払金」

納税義務者としての連結親法人が連結グループの

一員としての連結親法人又は連結子法人から受け取

るべき連結法人税個別帰属額がある場合にその金額

（連結法人の連結法人税個別帰属支払額）を「未収

入金」に、連結親法人又は連結子法人に支払うべき

連結法人税個別帰属額がある場合にその金額（連結

法人の連結法人税個別帰属受取額）を「未払金」に

記載します。

受払いすべき附帯税

の負担額については、

その金額を外書として

記載します。

「
連
結
親
法
人
」
の
各
欄

「期首現在未決済額

１」

連結親法人の別表五の二�付表一の「Ⅰ 各連結

法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細」

の「期首現在未決済額①」に記載された金額のうち

連結法人税個別帰属支払額を「未収入金」の欄に、

連結法人税個別帰属受取額を「未払金」の欄に記載

します。

「当期発生額２」 連結親法人の別表五の二�付表一の「Ⅰ 各連結

法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等の明細」

の「当期発生額②」に記載された金額のうち連結法

人税個別帰属支払額を「未収入金」の欄に、連結法

人税個別帰属受取額を「未払金」の欄に記載します。

「連結親法人が連結法

人税個別帰属額を受払

いすべき連結法人の名

称」の空欄

連結親法人が連結法人税個別帰属額を受払いすべ

き連結子法人の名称を記載するとともに、この欄の

「期首現在未決済額１」及び「当期発生額２」につ

いては、「連結親法人」の各欄の記載要領に準じて

記載します。

「未収入金計」の「期末

現在未決済額４」

この欄に記載した金

額と連結親法人の別表

五の二�付表一の「未

収連結法人税個別帰属

―５０―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

支払額」の「差引翌期

首現在連結個別利益積

立金額④」の金額とは

一致します。

「未払金計」の「期末

現在未決済額４」

この欄に記載した金

額に△印を付した金額

と連結親法人の別表五

の二�付表一の「未払

連結法人税個別帰属受

取額」の「差引翌期首

現在連結個別利益積立

金額④」の金額とは一

致します。

―５１―
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別表六の二（一） 「連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結法人が当期中に支払を受ける利子及び配当等並びに償還差益について課され

た所得税の額について、法第８１条の１４第１項�連結事業年度における所得税額の控除�の規定によ
り当期の連結所得に対する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に使用します。

２ 記載の手順

この明細書は、まず、中段の「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又

は集団投資信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」及び

「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の各欄（「７」から「２１」まで）を記載し、次に上

段の各欄（「１」から「６」まで）を記載します。

下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第１５５条の４４�連結法人税額から控除する所得税額
の個別帰属額の計算�の規定により各連結法人に帰せられる金額について、各連結法人ごとに別葉
に記載します。

３ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に

記載した連結法人の法人名を記載します。

「公社債の利子等２」 公債又は社債の利子のほか、割引債に係る償還差益

がある場合には、その償還差益を含めて記載します。

「集団投資信託（合同

運用信託を除く。）の

収益の分配４」

証券投資信託の収益の分配の額のうち、措置法第

６８条の１０３に規定する特定株式投資信託の収益の分

配の額がある場合には、その額を上段に内書として

記載します。

「その他５」 所得税法第１７４条第３号から第１０号までに規定する

給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金

の支払を受けた場合並びに懸賞金等の額及びみなし

配当等の額がある場合に、それらの金額を記載します。

なお、内書には、所得税法第１７４条第３号から第

８号までに規定する給付補てん金、利息、利益又は

差益の額及びみなし配当の額並びに措置法第４１条の

９第２項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等の

額を記載します。

この内訳は、下欄の

「その他に係る控除を

受ける所得税額の明

細」に記載します。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「収入金額①」 当期中に支払を受ける金額（所得税込みの金額を

いい、利子等については、当期末までにその利払期

の到来しているものに限ります。）を記載し、「①に

ついて課される所得税額②」には、その支払を受け

る金額について課される所得税の額を記載します。

「②のうち控除を受け

る所得税額③」の各欄

� 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

１」及び「その他５」には、「①について課され

る所得税額②」の金額をそのまま記載します。

� 「公社債の利子等２」、「剰余金の配当、利益の

配当及び剰余金の分配（みなし配当等を除く。）

３」及び「集団投資信託（合同運用信託を除

く。）の収益の分配４」には、利子配当等の計算

期間のうち元本を所有していた期間（以下「元本

の所有期間」といいます。）に対応する部分の額

のそれぞれの合計額を、「公社債の利子等、剰余

金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団

投資信託（合同運用信託を除く。）の収益の分配

に係る控除を受ける所得税額の計算」の「個別法

による場合」又は「銘柄別簡便法による場合」の

いずれかの方法により計算して記載します。

「公社債の利子等、剰

余金の配当、利益の配

当及び剰余金の分配又

は集団投資信託（合同

運用信託を除く。）の

収益の分配に係る控除

を受ける所得税額の計

算」の各欄

元本の所有期間に対応する部分の額の計算につい

て、令第１５５条の２６第２項�種類、銘柄及び元本の

所有期間の異なるものごとに、個別に計算する方

法�の規定の適用を受ける場合には「個別法による

場合」の各欄を、同条第３項�元本の増加分につい

て所得税額の２分の１を控除する簡便計算法�の規

定の適用を受ける場合には「銘柄別簡便法による場

合」の各欄を、それぞれ記載します。

銘柄別簡便法による

場合には、①公社債、

②株式及び出資又は③

集団投資信託（合同運

用信託を除きます。）

の受益権の３グループ

に区分し、さらにその

元本をその利子配当等

の計算の基礎となった

期間が１年を超えるも

のと１年以下のものと

に区分し、その区分に

属する元本のすべてに

ついて、その銘柄ごと

に、簡便計算法を適用

することになります。

なお、国内追加型投

―５３―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

資信託とそれ以外の投

資信託は別のグループ

に区分することができ

ます。

「利子配当等の計算期

間９」及び「�のうち

元本所有期間１０」

利子配当等が剰余金の配当若しくは利益の配当若

しくは剰余金の分配又は金銭の分配（以下「配当

等」といいます。）である場合には、その配当等

（以下「判定対象配当等」といいます。）の直前に

その判定対象配当等を支払う法人から受けた配当等

の支払に係る基準日の翌日からその判定対象配当等

の支払に係る基準日までの期間を「利子配当等の計

算期間９」に記載します。

月数は、暦に従って計算し、１月未満の端数は切

り上げます。

なお、設定により取得した国内追加型投資信託に

ついては、この欄の記載を省略し、「所有期間割合

１１」欄に、「１．０００」と記載して控除を受ける所得税

額を計算してください。

「各連結法人の利子配

当等の計算期末の所有

元本数等の合計１５」及

び「各連結法人の利子

配当等の計算期首の所

有元本数等の合計１６」

公社債については所有元本の額面金額により、口

数の定めがない出資については所有元本の金額によ

り、その他のものについては所有元本の数により記

載します。

「
�－�
２又は１２

１７」
次の場合に応じ、次により記載します。

� 利子配当等の計算期間が１年以下であるものの

元本の場合…… �����
�－�
２又は１２

� 利子配当等の計算期間が１年を超えるものの元

本の場合……… �����
�－�
２又は１２

「その他に係る控除を

受ける所得税額の明

細」の各欄

「その他５」に記載した給付補てん金等について

その内訳を記載します。この場合、「控除を受ける

所得税額２１」は、その収入金額について源泉徴収さ

れた所得税の額を記載し、また、「参考」には、賞

金、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分

配、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、みなし配当等の

別、源泉徴収された所得税額を証明する書類の有

この欄に記載しきれ

ないときは、その明細

をこの内訳の様式によ

り別紙に記載して添付

してください。

―５４―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

無、その他控除税額の計算について参考となるよう

な事項を記載します。

「個別帰属額の計算」

の各欄

当期の連結所得に対する法人税の額から控除され

る所得税の額のうち、各連結法人に帰せられる金額

について、各連結法人ごとに記載します。この場

合、「利子配当等以外に係る控除を受ける所得税額

のうち当該連結法人に帰せられる所得税額２６」は、

「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配１」

の「②のうち控除を受ける所得税額③」及び「その

他５」の「②のうち控除を受ける所得税額③」の各

欄の金額のうち、各連結法人に帰せられる金額を銘

柄等ごとに記載します。

この欄に記載しきれ

ないときは、その明細

をこの内訳の様式によ

り別紙に記載して添付

してください。

�注 道府県民税利子割額は、この明細書には記載しません。

４ 根拠条文

法８１の１４、令１５５の２６、１５５の４４、措置法４１の９④、４１の１２④、措置法令２６の１０③、２６の１１、措置

法規則１９の４②
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別表六の二（二） 「連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、法第８１条の１５�連結事業年度における外国税額の控除�又は措置法第６８条の９１
�特定外国子会社等に係る外国税額の控除�若しくは第６８条の９３の７�特定外国法人に係る外国税
額の控除�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 記載の手順

� この明細書を記載する場合には、その記載に先立って各連結法人ごとに別表六の二�付表の右
欄の「当期の個別国外所得の金額の計算」のうち「国外の当期利益又は当期欠損の額１５」並びに

「加算」及び「減算」の各欄（「小計」の各欄及び「交際費等の損金不算入額の個別帰属額１７」

並びに寄附金の損金不算入額の個別帰属額など連結グループで損金不算入額の計算を行うものを

除きます。）の記載をする必要があります。

� この明細書の記載の順序は、次の①から④の順に記載します。

① 「当期の連結国外所得の金額の計算」の各欄については、各連結法人の別表六の二�付表の
右欄「当期の個別国外所得の金額の計算」の各欄（�に掲げる各欄）の金額の合計額をそれぞ
れ該当する欄に記載します。

② 「交際費等の損金不算入額２０」を記載し、また、寄附金の損金不算入額の個別帰属額など連

結グループで損金不算入額の計算を行うものについて区分及び金額を記載します（これらの金

額につき各連結法人に帰属する金額を各連結法人の別表六の二�付表の右欄の「当期の個別国
外所得の金額の計算」の各欄に記載します。）。

③ 「当期の連結法人税額１」から「連結控除限度額１６」までの各欄を記載します（この「連結

控除限度額１６」の金額を各連結法人の別表六の二�付表の「当期の連結控除限度額２」に記載
します。）。

④ 「当期に控除できる金額１７」に各連結法人の別表六の二�付表の「計１３」の金額の合計額を
記載します。

３ 添付書類

この明細書には、個別控除対象外国法人税額を課されたことを証する書類その他規則第３７条の６

各号�外国税額控除を受けるための書類�に定める書類又は租税条約の実施に伴う所得税法、法人税
法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第１０条第１項�みなし外国税額の控除の
申告手続�に定めるみなし外国税額控除の適用を受けることができる旨を証する書類を添付します。
この場合、その添付に当たっては、できるだけ次の法人に係るものはそれぞれ次によることとし

てください。

� 連結親法人……連結確定申告書に添付する当該連結親法人の個別帰属額に関する明細書に添付

します。

� 連結子法人……当該連結子法人が本店等所在地の税務署長に提出する個別帰属額等の届出書に

添付します。

なお、連結確定申告書のこの明細書の下部余白には、これらの書類を個別帰属額等の届出書に添

付した旨を記載してください。
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４ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結所得金額又は連

結欠損金額（別表四の

二「４６の①」）」

当該連結事業年度において法第８１条の３第１項

�個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入�
（法第６４条の４第１項から第３項まで�公益法人等
が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算�の
規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場

合に限ります。）の規定により益金の額又は損金の

額に算入される金額がある場合には、法第８１条の３

第１項の規定を適用しないで計算した連結所得金額

又は連結欠損金額を記載します。

「連結国外所得金額の

限度額の計算」のうち

「
�×

各連結法人の国外
使用人の総数（ 人）

各 連 結 法 人 の
使用人の総数（ 人）

１０
」

算式の分母分子の（ 人）の空欄には、各連結法

人の使用人の総数及び各連結法人の国外使用人の総

数をそれぞれ記載します。

使用人兼務役員は分

母分子の使用人に含ま

れません。

いわゆる駐在員事務

所等で国外事業所等に

該当しない施設に就労

する使用人は、分子の

国外使用人に含まれま

せん。

「限度額の計算の特例

の適用がある場合」の

各欄

令第１５５条の２９�連結控除限度額の計算の特例�
の規定を受ける場合（「各連結法人が納付した個別

控除対象外国法人税額の合計額１１」の金額が「計

７」の金額の１００分の５０を超える場合）に記載します。

「当期の連結国外所得

の金額の計算」のうち

「各連結法人の国外の

当期利益又は当期欠損

の額の合計額１８」並び

に「加 算」及 び「減

算」の 各 欄（「小 計」

の各欄及び「交際費等

の損金不算入額２０」を

除きます。）

各連結法人ごとに記載した別表六の二�付表の該
当する各欄を集計し、その集計した金額を記載しま

す。

寄附金の損金不算入

額など連結法人ごとで

はなく連結グループで

損金不算入額の算出を

行うものについては、

「交際費等の損金不算

入額２０」の記載欄を参

考にしてください。

「交際費等の損金不算

入額２０」

別表十五の二の「損金不算入額４」の金額に同表

の「支出交際費等の額の合計額１」のうちに各連結

法人の国外業務に係る交際費等の額の合計額の占め

る割合を乗じて計算した金額を記載します。

５ 根拠条文

法８１の１５、令１５５の２７～１５５の４１、規則３７の５～３７の７
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別表六の二（二）付表 「各連結法人の外国税額の控除に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、法第８１条の１５�連結事業年度における外国税額の控除�又は措置法第６８条の９１
�特定外国子会社等に係る外国税額の控除�若しくは第６８条の９３の７�特定外国法人に係る外国税
額の控除�の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に外国税額の控除の規定を適用する連結法人の

法人名を記載します。

「当期の個別控除対象

外国法人税額１」及び

「納付した個別控除対

象外国法人税額１６」

その連結法人に係る別表六（二の二）の「当期の控

除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額

２６」及び「納付した控除対象外国法人税額計又は個

別控除対象外国法人税額計１０」の金額を記載します。

「納付した個別控除

対象外国法人税額１６」

の各欄にはみなし納付

分は含まれません。

「法第８１条の１５第２項

により控除できる金額

１１」及び「法第８１条の

１５第３項により控除で

きる金額１２」

その連結法人に係る別表六�の「２９の②」及び

「３３の②」の金額を記載します。

「国外の当期利益又は

当期欠損の額１５」

その連結法人が、当期の個別所得金額のうち国外の

利益又は欠損の額として計算した金額を記載します。

法第８１条の１５第８項

�外国子会社から受け

る配当等に係る外国法

人税額の控除�に規定す

る配当等の額は、その

受ける日の属する連結

事業年度の連結国外所

得の金額に含めます。

「当期の個別国外所得

の金額の計算」の「加

算」及び「減算」の各

欄（「小計」の各欄及

び「交際費等の損金不

算入額の個別帰属額

１７」を除きます。）

� 措置法第６８条の９０第１項�連結法人に係る特定

外国子会社等の留保金額の益金算入�の規定によ

り益金の額に算入された金額がある場合には、

「加算」の空欄に「特定外国子会社等の課税留保

金額」等と記載するとともにその金額を「国外所

得対応分①」に記載します。

� 措置法第６８条の９２第１項�特定外国子会社等に

係る課税済配当等の額の計算�の規定により損金

の額に算入された金額がある場合には、「減算」

� 左記�又は�に係

る特定外国子会社等

の本店又は主たる事

務所の所在する国又

は地域が、その特定

外国子会社等の所得

に対して外国法人税

を課さない国又は地

域である場合は、①

―５８―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

の空欄に「損金の額に算入された課税済留保金

額」等と記載するとともにその金額を「国外所得

対応分①」に記載します。

� 当期の連結所得の金額の計算上、損金の額に算

入された金額のうち、共通費用の額（販売費、一

般管理費その他の費用で国内源泉所得を生ずべき

業務と国外源泉所得を生ずべき業務との双方に関

連して生じたものの額）がある場合は、収入金

額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち

当該連結法人の行う業務の内容及び費用の性質に

照らして合理的と認められる基準により算出した

国外源泉所得に係る部分の金額を「減算」の空欄

に「共通費用」等と記載するとともにその金額を

「国外所得対応分①」に記載します。

の金額を②に移記し

ます。

� 寄附金の損金不算

入額など連結法人ご

とではなく連結グ

ループで損金不算入

額の計算を行うもの

については、「交際

費等の損金不算入額

の個別帰属額１７」の

記載欄を参考にして

ください。

「①のうち非課税所得

分②」の各欄

令第１５５条の２８第３項に規定する外国法人税が課

されない国外源泉所得（次の国外源泉所得の区分

に応じそれぞれ次の要件を満たすものをいいま

す。）に係る所得の金額がある場合に記載します。

� 連結法人の国外事業所等を通じて行う事業に帰

せられる国外源泉所得……その国外源泉所得を生

じた国又は地域及びその国外事業所等の所在する

国又は地域が外国法人税を課さないこととしてい

ること。

� 外国税額の間接控除の対象となる外国子会社か

らの配当等……当該外国子会社の所在する国又は

地域が当該配当等及び当該外国子会社の所得につ

き外国法人税を課さないこととしていること。

� �及び�以外の国外源泉所得……その国外源泉

所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につ

き外国法人税を課さないこととしていること。

�から�までにおけ

る「外国法人税を課さ

ないこと」には、令第

１５５条の２７第３項に規

定する「みなし納付外

国法人税の額」がある

場合は含まれません。

「交際費等の損金不算

入額の個別帰属額１７」

別表六の二�の「交際費等の損金不算入額２０」の

金額に各連結法人の国外業務に係る交際費等の合計

額のうちに自己の国外業務に係る交際費等の額の占

める割合を乗じて計算した金額を記載します。

３ 根拠条文

法８１の１５、令１５５の２７～１５５の４１、規則３７の５～３７の７
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別表七の二 「連結欠損金等の損金算入に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結法人が連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、当期首前７年以内

に生じた連結欠損金額のうち平成１３年４月１日以後に開始した連結事業年度（法第８１条の９第２項

に規定する政令で定める連結事業年度を含みます。）において生じたものについて、法第８１条の９

（第３項を除きます。）�連結欠損金の繰越し�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「控除未済連結欠損金

額 1」

当期首前７年以内に開始した連結事業年度におい

て生じた連結欠損金額（連結欠損金額としてみなさ

れた金額を含みます。）で、過去に繰越控除又は繰

戻しを受けなかった金額を古い連結事業年度の分か

ら順次記載します。

この場合、次の区分に応じ、それぞれ次の金額を

記載します。

� 調整連結事業年度（最初の連結事業年度、法第

８１条の９第２項第３号に掲げる場合に該当するこ

ととなった連結事業年度及び同条第４項各号に規

定する場合に該当することとなった連結事業年度

をいいます。以下同じ。）の場合……「８」の金額

� 調整連結事業年度以外の連結事業年度の場合…

…前期の「３」の金額

「当期控除額 2」 当期の連結所得金額（別表四の二「仮計４４」の

「総額①」）から「１０」の金額及び「１１」の金額の

合計額を控除した金額の範囲内で、古い連結事業年

度の分から順次補てんするものとして、その控除で

きる金額を記載します。

「当期分」の「連結欠

損金額」

当期の別表四の二「連結所得金額又は連結欠損

金額４６」の「総額①」に連結欠損金額の記載があ

る場合に、その連結欠損金額を「当期分」の「連

結欠損金額」に記載します。

「連結欠損金の繰戻し

額」

連結欠損金のうち法第８１条の３１�連結欠損金の繰

戻しによる還付�の規定の適用を受ける場合にその

適用を受ける金額を記載します。

当期が平成１４年４月

１日から平成２２年３月

３１日までの間に終了す

る連結事業年度（平成

２０年４月１日から２０年

―６０―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

改正法の公布の日（平

２０．４．３０）前に終了し

た連結事業年度を除き

ます。）である場合に

は、連結親法人の解散

等（適格合併による解

散及び合併類似適格分

割型分割後の解散を除

きます。）の特別な事

実があるときを除き、

法第８１条の３１の規定の

適用を受けることはで

きませんので、この欄

には記載しないでくだ

さい。

「控除未済連結欠損金

額の調整計算」の各欄

当期が調整連結事業年度に該当する場合に、古い

連結事業年度の分から順次記載します。

「控除未済連結欠損金

額８」

次の場合に応じてそれぞれ次により記載します。

� 当期が最初の連結事業年度である場合

（�＋�－�）又は�
� 当期が最初の連結事業年度以外の調整連結事業

年度である場合

（�＋�－�）又は�

「更生欠損金等の当期

控除額がある場合の連

結欠損金等の当期控除

額の合計額の計算」の

各欄

連結法人が法第８１条の３第１項�個別益金額又は

個別損金額の益金又は損金算入	（法第５９条�会社

更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損

金算入	の規定により同項に規定する個別損金額を

計算する場合に限ります。）の規定の適用を受ける

場合に記載します。

３ 根拠条文

法８１の９、令１５５の１９～１５５の２１、措置法６８の９８、２０年経過措置令１１
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別表七の二付表一 「連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整
計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、令第１５５条の２１第１項及び第２項�連結欠損金個別帰属額等�の規定により各連
結法人の連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額を計算する場合又は法第８１条の９の２第１

項�特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用�に規定する欠
損等連結法人（以下「欠損等連結法人」といいます。）である連結法人が、同項に規定する特定支

配日以後５年を経過した日の前日までに生じた令第１５５条の２１の２第５項各号に掲げる事由に該当

する場合において、その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度ごとに使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結法人名」 「連結欠損金発生年度」ごとに、連結欠損金当期

控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算の対象と

なる連結法人の法人名を記載します。

左記の連結法人に

は、当期において連結

納税の承認が取り消さ

れた法人を含みます。

「最初の連結事業年度

における調整計算」の

各欄

当期が最初の連結事業年度である場合にのみ記載

します。

「連結親法人又は法第

８１条の９第２項第２号

に規定する連結子法人

の欠損金額等で連結欠

損金額とみなされるも

の１」

次の連結法人の区分に応じ、次の金額（法第８１条

の９の２第３項に規定する場合に該当する場合の同

項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を

除きます。）を記載します。

� 連結親法人……法第８１条の９第２項の規定によ

り連結欠損金額とみなされる最初の連結親法人事

業年度開始の日前７年以内に開始した各事業年度

において生じたその連結親法人の青色欠損金額

（法第５７条第２項又は第６項の規定により欠損金

額とみなされたものを含み、同条第５項又は第９

項の規定によりないものとされたもの及び過去に

繰越控除又は繰戻しを受けた金額を除きます。以

下同じ。）又は法第５８条第１項に規定する災害損

失欠損金額

� 最初の連結親法人事業年度開始の日の５年前の

日からその開始の日までの間に行われた株式移転

に係る株式移転完全子法人であった連結子法人

（その連結子法人の発行済株式の全部がその株式
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移転により設立された株式移転完全親法人であっ

た連結親法人によりその株式移転の日からその開

始の日まで継続して保有されているものに限り、

その株式移転の直前にその連結子法人の発行済株

式（その連結子法人が有する自己の株式を除きま

す。）の総数の５０％超の株式が他の法人に直接又

は間接に保有されているものを除きます。）……法

第８１条の９第２項の規定により連結欠損金額とみ

なされる次の①又は②の金額

① その開始の日前７年以内に開始したその連結

子法人の各事業年度（その株式移転が適格株式

移転に該当しないものである場合には、その各

事業年度のうちその株式移転の日の属する事業

年度前の事業年度を除きます。）において生じ

た青色欠損金額又は法第５８条第１項に規定する

災害損失欠損金額

② その開始の日前７年以内に開始したその連結

子法人（その開始の日にその株式移転（適格株

式移転に限ります。）が行われたことに基因し

て連結納税の承認が取り消された連結親法人で

あったものに限ります。）のその承認に係る各

連結事業年度において生じたその連結子法人の

連結欠損金個別帰属額

「連結親法人の適格合

併等による未処理欠損

金額等の引継額２」及

び「連結親法人の適格

合併等による未処理欠

損金額等の引継額５」

連結親法人が同一連結グループ外の法人を被合併

法人又は分割法人（以下「被合併法人等」といいま

す。）とする適格合併又は合併類似適格分割型分割

（以下「８」欄の記載要領までにおいて「適格合併

等」といいます。）を行った場合に次の�又は�の

金額（欠損等連結法人である連結親法人の法第８１条

の９の２第２項第１号に掲げる未処理欠損金額又は

連結欠損金個別帰属額及び連結親法人が同条第４項

に規定する場合に該当する場合における同条第２項

第３号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲

げる連結欠損金個別帰属額を除きます。）を記載し

ます。

� その適格合併等に係る被合併法人等が�の被合

併法人等以外の法人である場合……その適格合併

等の日前７年以内に開始した各事業年度において

� 未処理欠損金額の

うち法第５７条第２項

又は第６項の規定に

より欠損金額とみな

されたもの以外の金

額については、適格

合併等に係る被合併

法人等がその金額が

生じた事業年度にお

いて青色申告書であ

る確定申告書を提出

し、かつ、その後の

事業年度において連

続して確定申告書を

提出している場合の
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生じたその被合併法人等の未処理欠損金額（法第

５７条第２項又は第６項の規定により欠損金額とみ

なされたものを含み、同条第５項又は第９項の規

定によりないものとされたもの及び過去に繰越控

除又は繰戻しを受けた金額を除きます。以下同

じ。）又は法第５８条第２項に規定する未処理災害

損失欠損金額

�注 未処理欠損金額は、その被合併法人等がその

連結親法人との間にその適格合併等の日の属す

る連結親法人事業年度開始の日の５年前の日以

後に特定資本関係（法第５７条第３項に規定する

特定資本関係をいいます。以下同じ。）が生じ

ている場合で、その適格合併等が共同事業を営

むための適格合併等（令第１１２条第７項の要件

を満たすものをいいます。）に該当しない場合

には、法第５７条第３項の規定によりその未処理

欠損金額に含まないものとされる欠損金額を除

いた金額となります。

� その適格合併等に係る被合併法人等が他の連結

グループの連結法人（その連結法人が連結子法人

で、かつ、その適格合併に係る被合併法人の場合

には、その適格合併に基因して連結納税の承認を

取り消された日が当該他の連結グループの連結親

法人事業年度開始の日であるものに限ります。ま

た、その連結法人が合併類似適格分割型分割に係

る分割法人の場合には、当該他の連結グループの

連結親法人事業年度開始の日にその合併類似適格

分割型分割を行ったものに限ります。）である場

合……その適格合併等の日前７年以内に開始した

各連結事業年度において生じたその被合併法人等

の連結欠損金個別帰属額

�注 連結欠損金個別帰属額は、その被合併法人等

が適格合併等に係る合併法人等（合併法人又は

分割承継法人をいいます。以下同じ。）となる

連結親法人との間にその適格合併等の日の属す

る連結親法人事業年度開始の日の５年前の日以

後に特定資本関係が生じている場合で、その適

格合併等が共同事業を営むための適格合併等

金額に限ります。

� 未処理災害損失欠

損金額は、適格合併

等に係る被合併法人

等がその金額が生じ

た事業年度において

その金額に係る明細

を記載した確定申告

書を提出し、かつ、

その後の事業年度に

おいて連続して確定

申告書を提出してい

る場合の金額に限り

ます。

� 「２」又は「５」に

金額の記載がある場

合には、その金額に

ついて別表七�付表

一及び付表二に所要

の調整を加えて作成

した明細書を添付す

る必要があります。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

（令第１１２条第７項の要件を満たすものをいい

ます。）に該当しない場合には、令第１５５条の１９

第８項の規定によりその連結欠損金個別帰属額

に含まないものとされる金額を除いた金額とな

ります。

「上記以外の連結事業

年度における調整計

算」の各欄

当期が最初連結事業年度以外の連結事業年度であ

る場合に記載します。

「連結法人間の適格合

併等による引継額」の

各欄

同一連結グループに属する連結法人間において適

格合併等が行われた場合に記載します。

なお、連結法人のうち「６」に記載すべき被合併

法人等が複数あるものについては、「６」には「合

計」と記載し、「７」から「９」までの各欄にはそ

れぞれの被合併法人等の「７」から「９」までの各

欄に記載すべき金額の合計額をそれぞれの欄に記載

し、その内訳を別紙に記載して添付します。

「被合併法人等となる

連結子法人名６」

「連結欠損金発生年度」に生じた連結欠損金個別

帰属額を有する被合併法人等となる連結子法人の法

人名を記載します。

合併法人が合併の日

の属する連結親法人事

業年度において合併に

よる解散、離脱等の事

由により連結納税の承

認を取り消された場合

には、その合併法人に

ついてはこの欄から

「８」までの各欄の記

載はしません。

「同上の連結子法人の

連結欠損金個別帰属額

の前期末の金額７」

被合併法人等となる連結子法人の有する前期末に

おける連結欠損金個別帰属額を記載します。

「同上の連結子法人の

最後事業年度等におい

て欠損金額とみなされ

て繰越控除された金額

８」

� 「７」に記載した連結欠損金個別帰属額のう

ち、被合併法人等となる連結子法人の適格合併等

の日の前日の属する事業年度において、各事業年

度で生じた欠損金額とみなされて繰越控除された

金額を記載します。

�注 連結法人が連結親法人事業年度開始の日から

その終了の日までの間にその連結法人を合併法
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人等とする適格合併等を行い、かつ、その適格

合併等の日から同日の属する連結親法人事業年

度終了の日までの間にその連結法人を分割法人

とする分割型分割を行った場合に、その適格合

併等に係る被合併法人等の未処理欠損金額でそ

の連結法人の欠損金額とみなされてその分割型

分割の日の前日の属する事業年度（以下「分割

前事業年度」といいます。）の所得の金額の計

算上、損金の額に算入された金額がある場合

に、その金額を�の金額に含めて記載します。

� 被合併法人等となる連結子法人が、当期中にお

いてその適格合併等の前にその連結子法人を分割

法人とする分割型分割（連結親法人事業年度開始

の日に行うものを除きます。）を行っている場合

には、各事業年度で生じた欠損金額とみなされて

その分割前事業年度において繰越控除された金額

を�の金額に含めて記載します。

「離脱等をした連結子

法人の連結欠損金個別

帰属額の前期末の金額

１１」

連結子法人が、連結納税の承認を取り消された場

合に、その連結子法人の連結欠損金個別帰属額の

前期末の金額を記載します。

「連結欠損金の繰戻し

還付の特例の基礎と

なった連結欠損金額の

個別帰属額１２」

連結親法人に解散等の事実が生じた場合におい

て、その事実が生じた日前１年以内に終了したいず

れかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度

において生じた連結欠損金額（�注１から３まで）に

掲げる金額を除きます。以下同じ。）をこれらの連

結事業年度前１年以内に開始したいずれかの連結事

業年度に繰り戻して連結法人税の額の還付を請求し

たときに、その請求の基礎となった連結欠損金額

に、その連結欠損金額に係る各連結法人の連結欠損

金個別帰属額（法第８１条の９第２項の規定により連

結欠損金額とみなされた部分の金額を除きます。以

下この欄において同じ。）の合計額のうちにその基

礎となった連結欠損金額に係るその連結法人の連結

欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金

額を記載します。

�注１ 法第８１条の９第１項の規定により各連結事業

左記の解散等の事実

とは、次に掲げるもの

をいいます。

① 適格合併による解

散及び合併類似適格

分割型分割後の解散

以外の解散

② 会社更生法又は金

融機関等の更生手続

の特例等に関する法

律の規定による更生

手続の開始

③ 民事再生法の規定

による再生手続開始

の決定
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年度の連結所得金額の計算上、繰越控除された

金額

２ 法第８１条の９第４項の規定によりないものと

された金額

３ 連結欠損金の繰戻し還付請求書を提出する日

の属する連結親法人事業年度開始の日からその

還付請求書を提出する日の前日までの間に連結

法人が法第８１条の９第４項各号（その連結親法

人事業年度開始の日の翌日からその終了の日ま

での間にその還付請求書を提出する場合には、

同項第４号を除きます。）に規定する場合に該

当する場合の当該各号に定める金額に相当する

金額

「分割前事業年度にお

いて欠損金額とみなさ

れて繰越控除された金

額１３」

連結法人の分割前事業年度において、各事業年度

で生じた欠損金額とみなされて繰越控除された金額

を記載します。

繰越控除された金額

のうち「８」の記載要領

の�の「損金の額に算

入された金額」がある

場合には、その金額を

控除して記載します。

「共同事業を営むため

の適格合併等に該当し

ないことによりないも

のとされた連結欠損金

額１４」

連結親法人と同一連結グループ外の法人との間で

その連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現

物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物

出資（以下「適格合併等」といいます。）が行われ、

かつ、その連結親法人と被合併法人、分割法人又は

現物出資法人となる法人との間の特定資本関係がそ

の適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始

の日の５年前の日以後に生じている場合において、

その適格合併等が共同事業を営むための適格合併等

（令第１１２条第９項により読み替えて適用される同

条第７項に掲げる要件を満たすものをいいます。）に

該当しないときは、令第１５５条の２０第２項の規定に

よりないものとされる連結欠損金額を記載します。

「１４」に金額の記載

がある場合には、その

金額について別表七�

付表一及び付表二に所

要の調整を加えて作成

した明細書を添付する

必要があります。

「欠損等連結法人の適

用連結事業年度前の連

結欠損金額のうち当該

欠損等連結法人に帰せ

られる金額１５」

欠損等連結法人の令第１５５条の２１の２第９項各号

�特定株主等によって支配された欠損等連結法人の

連結欠損金の繰越しの不適用�に定める金額のうち

その欠損等連結法人に帰せられる金額を記載しま

す。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結欠損金当期控除

前の調整後の連結欠損

金個別帰属額１８」

次の場合に応じてそれぞれ次により記載します。

� 当期が最初の連結事業年度である場合

�又は�

� 当期が最初の連結事業年度後の連結事業年度で

連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の

調整計算を行うこととなる連結事業年度である場

合

�又は�

３ 根拠条文

法８１の９、８１の９の２、令１５５の１９～１５５の２１の２、規則３７の３
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別表七の二付表二 「連結欠損金個別帰属額に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、当期首前７年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額

について、連結欠損金当期控除後の金額を計算する場合に使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結事業年度」の各

欄

当期首前７年以内に開始した連結事業年度で、連

結欠損金個別帰属額が生じている連結事業年度につ

いて古いものから順次記載します。

「連結法人名」 「連結事業年度」に記載されたいずれかの連結事

業年度において、連結欠損金個別帰属額を有する連

結法人の法人名を記載します。

「連結欠損金当期控除

前の金額」の各欄

当期に連結欠損金個別帰属額の調整計算を行う必

要がない連結法人にあっては、この明細書の前期末

の金額を記載します。

当期に連結欠損金個別帰属額の調整計算を行った

連結法人にあっては、その調整計算の対象となる連

結事業年度については別表七の二付表一「１８」の金

額を記載し、それ以外の連結事業年度についてはこ

の明細書の前期末の金額を記載します。

「個別欠損金額２６」 「連結欠損金額２５」

に記載すべき連結欠損

金額がない場合には、

この欄は記載しないで

ください。

３ 根拠条文

法８１の９、令１５５の１９～１５５の２１
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別表八の二 「連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細
書」

１ この明細書の用途

この明細書は、法第８１条の４�連結事業年度における受取配当等の益金不算入�（措置法第６８条
の１０３又は第６８条の１０４�特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入等の特例
等�の規定により読み替えて適用する場合を含みます。）の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 記載の手順

この明細書の記載の順序は、まず、中段の「総資産価額等の計算」及び「受取配当等の金額の明

細」の各欄（「１３」から「２５」まで）を記載し、次に上段の各欄（「１」から「１２」まで）を記載します。

下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第１５５条の１１�受取配当等の益金不算入額の個別帰属額
の計算�の規定により各連結法人に帰せられる金額について、各連結法人ごとに別葉に記載します。

３ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に

記載した連結法人の法人名を記載します。

「当期に支払う負債利

子等の額３」

当期に支払う負債利子のほか、令第２１条�負債の

利子に準ずるもの�に掲げるものも含め、各連結法

人の合計額を記載します。

措置法第６８条の８９第

１項�連結法人の国外

支配株主等に係る負債

の利子等の課税の特

例�の規定により損金

の額に算入されない負

債の利子の金額がある

場合には、その損金の

額に算入されない負債

の利子の金額は、当期

に支払う負債の利子等

の額から控除します。

「連結法人に支払う負

債利子等の額４」

「３」に記載した金額のうち、連結法人が他の連結法

人（当該連結法人との間に連結完全支配関係があるも

のに限ります。）に支払う金額の合計額を記載します。

「総資産の帳簿価額

１３」

各連結法人の確定決算に基づく貸借対照表に計上

している総資産の帳簿価額の合計額（繰越欠損金、

両建勘定、返品債権特別勘定など資産の帳簿価額に

含まれないものは控除したところによります。）を

税効果会計を採用して

いる場合に計上される繰

延税金資産勘定の金額

は、総資産の帳簿価額の
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

合計した金額を記載します。 合計額に含まれます。

「連結法人に支払う負

債利子等の元本の負債

の額等１４」

次の�から�に掲げる金額の合計額から�に掲げ

る金額を減算した金額について、各連結法人の合計

額を記載します。

� 固定資産の帳簿価額を損金経理により減額する

ことに代えて積立金として積み立てている金額

� 特別償却準備金として積み立てている金額

� 土地の再評価に関する法律第３条第１項の規定

により再評価が行われた土地に係る同法第７条第

２項に規定する再評価差額金が貸借対照表に計上

されている場合の同条第１項に規定する再評価差

額に相当する金額

� その他有価証券（売買目的有価証券及び満期保

有目的等有価証券以外の有価証券をいいます。以

下同じ。）に係る評価益等相当額

� 連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連

結法人に対する負債（借入金その他利子の支払の

基因となるものに限ります。）の額に相当する金額

� その他有価証券に係る評価損等相当額

税効果会計を採用し

ている場合において、

剰余金の処分により圧

縮積立金又は特別償却

準備金を積み立ててい

るときは、その積立金

等に係る税効果相当額

も含めて記載します。

「関係法人株式等の帳

簿価額１６」及び「連結

法人株式等及び関係法

人株式等に該当しない

株式及び出資等の帳簿

価額１７」

各期末における税務計算上の帳簿価額により、次

により記載します。

� この場合の連結法人株式等とは、連結法人の株

式又は出資のうち、当該連結親法人事業年度開始

の日からその終了の日まで継続して連結親法人と

他の内国法人との間に連結完全支配関係があった

場合（当該他の内国法人が当該連結親法人事業年

度の中途において設立された法人である場合に

あっては、当該他の内国法人の設立の日から当該

連結親法人事業年度終了の日まで継続して当該連

結親法人と当該他の内国法人との間に連結完全支

配関係があった場合）の当該他の内国法人の株式

又は出資をいいます。

� この場合の関係法人株式等とは、連結法人が他

の内国法人（公益法人等又は人格のない社団等を

除きます。）の発行済株式又は出資（当該他の内

国法人が有する自己の株式又は出資を除きます。）

の総数又は総額の２５％以上に相当する数又は金額

「前期末現在額」に

は、連結法人株式等、

関係法人株式等又はこ

れら以外の株式等の区

分が前期と当期とで異

なる場合であっても、

前期のこの明細書の当

期末現在額の金額をそ

のまま記載します。
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

の株式又は出資（連結法人株式等を除きます。）

を、当該連結事業年度終了の日以前６月以上（当

該他の内国法人が当該連結事業年度終了の日以前

６月以内に設立された法人である場合には、設立

の日から当該連結事業年度終了の日まで）引き続

き有している場合における当該他の内国法人の株

式又は出資のほか、令第１５５条の１０第３項�関係

法人株式等の範囲等�の規定により読み替えて適

用される同条第１項第２号に掲げる場合における

同号に規定する他の内国法人の株式をいいます。

� 「１７」は、措置法第３条の２に規定する特定株

式投資信託（外国株価指数連動型特定株式投資信

託を除きます。以下同じ。）及び平成１９年改正前

の措置法第６８条の３の４第１項に規定する特定投

資信託（同項第１号ロ及びハに掲げる要件を満た

すものを除きます。以下同じ。）がある場合には

その帳簿価額を含めて記載します。

「受益権の帳簿価額の
１

２又は４
相当額１８」

各期末における税務計算上の帳簿価額により記載

します。

なお、公社債投資信託、外国投資信託、特定株式

投資信託及び特定外貨建等証券投資信託以外の証券

投資信託の受益権についてはその帳簿価額の２分の

１相当額により、外貨建等証券投資信託のうち特定

外貨建等証券投資信託以外のものについてはその帳

簿価額の４分の１相当額によります。

外貨建等証券投資信

託とは、信託約款にお

いて信託財産の５０％超

を外貨建資産又は株式

以外の資産で運用する

ことができることとさ

れている証券投資信託

をいい、このうち、７５

％超を外貨建資産又は

株式以外の資産で運用

することができること

とされているものを特

定外貨建等証券投資信

託といいます。

「受取配当等の金額の

明細」の欄の「連結法

人株式等」及び「関係

法人株式等」

「受取配当等の金額の明細」の各欄を記載する場

合の連結法人株式等又は関係法人株式等とは、次に

よります。

� この場合の連結法人株式等とは、連結法人の株

式又は出資のうち、その配当等の額の計算対象期

間（その配当等の額の支払を受ける直前にその配
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

当等の額を支払う他の内国法人から支払を受けた

配当等の額の支払に係る基準日の翌日からその基

準日までの期間をいいます。）の開始の日からそ

の計算対象期間の末日まで継続して連結法人（そ

の連結法人が当該計算対象期間内にその連結法人

との間に連結完全支配関係がある他の連結法人か

らその支払を受ける配当等の額の元本である株式

又は出資の移転を受けた場合で、その連結法人が

当該末日において連結子法人であったときは、そ

の連結親法人）とその支払を受ける配当等の額を

支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係が

あった場合の当該他の内国法人の株式又は出資を

いいます。

� この場合の関係法人株式等とは、連結法人が他

の内国法人（公益法人等又は人格のない社団等を

除きます。）の発行済株式又は出資（当該他の内国

法人が有する自己の株式又は出資を除きます。）

の総数又は総額の２５％以上に相当する数又は金額

の株式又は出資（連結法人株式等を除きます。）

を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける

配当等の額の支払に係る効力が生ずる日以前６月

以上（当該他の内国法人が当該効力が生ずる日以

前６月以内に設立された法人である場合には、設

立の日から当該効力が生ずる日まで）引き続き有

している場合における当該他の内国法人の株式又

は出資のほか、令第１５５条の１０第１項第２号�関

係法人株式等の範囲等�に掲げる場合における同

号に規定する他の内国法人の株式をいいます。

「受取配当等の金額

２０」及び「受取配当等

の金額２３」

当期において内国法人から受けた剰余金の配当

（株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰

余金の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを

除きます。）、利益の配当（分割型分割によるものを

除きます。）、剰余金の分配（出資に係るものに限り

ます。）若しくは特定株式投資信託、特定投資信託

の収益の分配の額又は証券投資信託（公社債投資信

託、外国投資信託、特定株式投資信託及び特定外貨

建等証券投資信託以外のものをいいます。）の収益

の分配額（令第１９条の２第１項�証券投資信託の収

� 外国法人又は公益

法人等若しくは人格

のない社団等から受

ける配当等の額は受

取配当等の金額から

除かれます。

� 法第８１条の３第１

項に規定する個別益

金額を計算する場合

に、法第２４条の規定
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額�に

規定する２分の１（外貨建等証券投資信託のうち特

定外貨建等証券投資信託以外のものの収益の分配に

ついては４分の１）に相当する金額によります。）

をその内国法人又は銘柄別に、また、「関係法人株

式等」に係る配当等と「連結法人株式等及び関係法

人株式等に該当しない株式等」に係る配当等とにそ

れぞれ区分して記載します。

により、配当等の額

とみなされる金額に

ついては、別欄とし

て記載し、その発生

理由を付記してくだ

さい。

「左のうち益金の額に

算入される金額２１」及

び「左のうち益金の額

に算入される金額２４」

受取配当等の金額（みなし配当の額を除きま

す。）の元本たる株式等のうち、連結法人（当該連

結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法

人を含みます。）がその配当等の額の支払に係る基

準日（信託の収益の分配にあっては、その計算の基

礎となった期間の末日）以前１月以内に取得し、か

つ、当該基準日後２月以内に譲渡したものがある場

合に、その株式等について受けた受取配当等の額に

つき、「関係法人株式等」に係る配当等と「連結法

人株式等及び関係法人株式等に該当しない株式等」

に係る配当等とにそれぞれ区分して記載します。

同じ銘柄の一部につ

きその支払に係る基準

日（信託の収益の分配

にあっては、その計算

の基礎となった期間の

末日）以前１月以内に

取得したものと当該基

準日後２月以内に譲渡

したものとがある場合

には、その該当するも

のの数は、令第１５５条

の７�益金に算入され

る配当等の元本たる株

式等�の規定により、

その支払に係る基準日

（信託の収益の分配に

あっては、その計算の

基礎となった期間の末

日）以前１月以内に取

得したものとそれ以前

から所有していたもの

とが平均的にその末日

後２月以内に譲渡され

たものとして計算した

数によります。

４ 根拠条文

法８１の４、平成１９年改正前の法８１の４、平成１９年改正法附則１八ロ、３２、３４、令１５５の７～１５５の

１１、規則８の４、措置法６８の１０３、６８の１０４
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別表九（三） 「連結法人間取引の損益の調整に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、法第８１条の１０�連結法人間取引の損益の調整�の規定の適用を受ける場合に使用
します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に譲渡損益調整資産に係る譲渡損益の調整を行

う連結法人の法人名を記載します。

「譲渡法人である連結

法人名１」

かっこの中には、法第８１条の１０第３項の規定の適

用を受ける場合の同項に規定する適格合併又は合併

類似適格分割型分割に係る被合併法人又は分割法人

の法人名を記載します。

「譲受法人である連結

法人名２」

かっこの中には、令第１５５条の２２第１０項�連結法人

間取引の損益の調整�の規定の適用を受ける場合の

同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資

又は適格事後設立に係る被合併法人、分割法人、現物

出資法人又は事後設立法人の法人名を記載します。

「譲渡損益調整資産の

種類３」

規則第２７条の１５第１項各号�特定資産に係る譲渡

等損失額の損金不算入�に掲げる資産の区分に応じ

当該各号に定めるところにより区分した後の単位ご

とに記載します。

「圧縮記帳による損金

算入額７」

譲渡損益調整資産の譲渡に伴い、譲渡法人が交換

や買換え等の圧縮記帳の規定又は資産の譲渡に係る

特別控除額の規定の適用を受けることにより損金の

額に算入される金額を記載します。

措置法第６８条の７７

�資産の譲渡に係る特

別控除額の特例�の規

定により損金の額に算

入されない金額がある

場合には、当該金額を

控除します。

「譲渡利益額の調整」

の「当期益金算入額

１３」

譲受法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒

れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合又

は譲渡法人が連結納税の承認を取り消された場合

に、法第８１条の１０第２項又は第４項の規定により益

金の額に算入される金額を記載します。

令第１５５条の２２第３

項第１号から第８号ま

で�評価換え等による

調整計算�の規定の適

用を受けて益金の額に

算入する金額がある場

―７５―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

合には、その金額の計

算に関する明細を別紙

に記載して添付してく

ださい。

「譲渡損失額の調整」

の「当期損金算入額

１６」

譲受法人において譲渡、償却、評価換え、貸倒

れ、除却その他これらに類する事由が生じた場合又

は譲渡法人が連結納税の承認を取り消された場合

に、法第８１条の１０第２項又は第４項の規定により損

金の額に算入される金額を記載します。

令第１５５条の２２第３

項第１号から第８号ま

での規定の適用を受け

て損金の額に算入する

金額がある場合には、

その金額の計算に関す

る明細を別紙に記載し

て添付してください。

「当期に譲受法人にお

いて生じた調整事由

１８」

かっこの中には、令第１５５条の２２第２項各号に掲

げる調整事由（評価換え、貸倒れ、除却、圧縮記

帳、譲受法人の連結納税の承認の取消し等）を記載

します。

「当期の月数（当期が

譲渡年度である場合に

は譲渡日から当期の末

日までの月数）２０」及

び「当期の月数（当期

が譲渡年度である場合

には譲渡日から当期の

末日までの月数）２４」

当期が令第１５５条の２２第８項の規定の適用を受け

る同項に規定する適格合併等に係る合併法人又は分

割承継法人の当該適格合併等の日の属する連結事業

年度である場合には、当該適格合併等の日から当期

の末日までの期間（譲渡損益調整資産が減価償却資

産である場合にあっては、当該減価償却資産を譲り

受けた連結法人が当該減価償却資産を事業の用に供

していない期間を除きます。）の月数を記載します。

なお、月数は暦に従って計算し、１月未満の端数

は切り上げます。

３ 根拠条文

法８１の１０、令１５５の２２

―７６―
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別表十四の二 「連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、法第８１条の６�連結事業年度における寄附金の損金不算入�（措置法第６８条の９６
第１項�認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例�若しくは第６８条の９６の２第１
項若しくは第２項�特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例�又は２０年改正法附則第８４
条�連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置�の規定に
よりなおその効力を有するものとされる同法第８条の規定による改正前の措置法第６８条の９６の２第

１項から第３項まで�特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例�の規定により読み替
えて適用する場合を含みます。）及び措置法第６８条の８８第３項�連結法人の国外関連者との取引に
係る課税の特例�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 記載の手順

この明細書は、指定寄附金等若しくは公益の増進に著しく寄与する法人（以下「特定公益増進法

人」といいます。）に対する寄附金、認定特定非営利活動法人に対する寄附金若しくは特定地域雇

用会社等に対する寄附金若しくは２０年改正法附則第８４条の規定によりなおその効力を有するものと

される特定地域雇用等促進法人に対する寄附金又は特定公益信託の信託財産とするために支出した

金銭がある場合には、まず、中段の「指定寄附金等に関する明細書」、「特定公益増進法人、認定特

定非営利活動法人若しくは特定地域雇用会社若しくは特定地域雇用等促進法人に対する寄附金又は

認定特定公益信託に対する支出金の明細」又は「その他の寄附金のうち特定公益信託（認定特定公

益信託を除く。）に対する支出金の明細」の各欄を記載し、次に上段の欄を用いて損金不算入額の

計算を行います。

下段の「個別帰属額の計算」の各欄には、令第１５５条の１６�寄附金の損金不算入額の個別帰属額
の計算�の規定により各連結法人に帰せられる金額について各連結法人ごとに別葉に記載します。

３ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「法人名」 連結親法人の法人名を記載するとともに、かっこ

の中に「個別帰属額の計算」の「連結法人名」欄に

記載した連結法人の法人名を記載します。

「連結法人間の寄附金

額５」

各連結法人が当期に支出した寄附金の額のうち同

一連結グループに属する他の連結法人に対する寄附

金の額を合計して記載します。

「寄附金支出前連結所

得金額８」

「６」＋「７」により算出される金額がマイナスと

なる場合には０と記載します。

「連結親法人の期末の

連結個別資本金等の額

１０」

連結親法人の期末時における連結個別資本金等の

額を記載します。

連結親法人が資本又

は出資を有しない法人

である場合には、記載す

る必要はありません。

―７７―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「同上の月数換算額

�×
１２
１１」

分子の空欄には、連結親法人事業年度の月数（暦

に従って計算し、１月未満の端数は切り捨てま

す。）を記載します。

「一般寄附金の損金算

入限度額１３」

連結親法人が資本又は出資を有しない法人である

場合には、記載する必要はありません。

「特定公益増進法人等

に対する寄附金の特別

損金算入限度額の計

算」の各欄

連結親法人事業年度が、平成２０年４月１日前に開

始した連結事業年度である場合には、記載する必要

はありません。

「特定公益増進法人等

に対する寄附金の損金

算入額１７」

次の区分に応じ、それぞれ次により記載します。

� 平成２０年４月１日前に開始した連結事業年度

イ 資本等のある連結親法人……「２」と「１３」

とのうち少ない金額

ロ 資本等のない連結親法人……「２」と「９」

とのうち少ない金額

� 平成２０年４月１日以後に開始する連結事業年度

イ 資本等のある連結親法人……「２」と「１６」

とのうち少ない金額

ロ 資本等のない連結親法人……「２」と「１４」

とのうち少ない金額

「国外関連者に対する

寄附金額１９」

各連結法人が支出した措置法第６８条の８８第３項の

規定により損金の額に算入されない国外関連者に対

する寄附金の額を合計して記載します。

「同上のうち損金の額

に算入されない金額

２１」

次の区分に応じ、それぞれ次の算式により計算し

た金額を記載します。

� 資本等のある連結親法人………「２０」－「１３」－

「１７」－「１８」の金額

� 資本等のない連結親法人………「２０」－「９」－

「１７」－「１８」の金額

「指定寄附金等に関す

る明細」の各欄

各連結法人が支出した寄附金のうち法第３７条第３

項第１号又は第２号に規定する国又は地方公共団体

（港湾法の規定による港湾局を含みます。）に対する

寄附金又は財務大臣の指定を受けた寄附金に該当す

るものがある場合に、これらの寄附金について法第

８１条の６第３項の適用を受けるときに記載します。

国又は地方公共団体

に対する寄附金について

は、「告示番号」は記載す

る必要はありません。

「特定公益増進法人、

認定特定非営利活動法

人若しくは特定地域雇

各連結法人が支出した法第３７条第４項に規定する

寄附金について法第８１条の６第４項の適用を受ける

場合（措置法第６８条の９６第１項の規定、第６８条の９６

令第７７条第１項各号

に掲げる特定公益増進

法人に対する寄附金等

―７８―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

用会社若しくは特定地

域雇用等促進法人に対

する寄附金又は認定特

定公益信託に対する支

出金の明細」の各欄

の２第１項又は第２項の規定、２０年改正法附則第８４

条の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法第８条の規定による改正前の措置法第６８条の９６

の２第１項から第３項までの規定又は法第８１条の６

第５項の規定により読み替えて適用される場合を含

みます。）に記載します。

がある場合には、規則

第２４条の規定による証

明書を保存しておいて

ください。

「その他の寄附金のう

ち特定公益信託（認定

特定公益信託を除

く。）に対する支出金

の明細）」の各欄

法第８１条の６第５項の規定により、寄附金の額と

みなされる特定公益信託（認定特定公益信託は除き

ます。）の信託財産とするために支出した金銭につ

いて同条第１項の規定の適用を受ける場合に記載し

ます。

「
個
別
帰
属
額
の
計
算
」
の
各
欄

各欄共通 寄附金の損金不算入額に係る個別帰属額の計算を

行う連結法人ごとに記載します。

「連結法人名」 寄附金の損金不算入額に係る個別帰属額の計算を

行う連結法人の法人名を記載します。

「指定寄附金等の

金額２７」

「１」のうち「連結法人名」に記載した連結法人

が支出した金額を記載します。

「特定公益増進法

人等に対する寄附

金額２８」

「２」のうち「連結法人名」に記載した連結法人

が支出した金額を記載します。

「国外関連者に対

する寄附金額３１」

「連結法人名」に記載した連結法人が支出した措置

法第６８条の８８第３項の規定により損金の額に算入され

ない国外関連者に対する寄附金の額を記載します。

「連結法人間の寄

附金額３３」

「連結法人名」に記載した連結法人が当期に支出

した寄附金の額のうち同一連結グループに属する他

の連結法人に対する寄附金の額を記載します。

４ 添付書類

公益信託の信託財産とするために支出した金銭について、法第８１条の６の規定の適用を受ける場

合には、令第１５５条の１４�特定公益信託の要件等�の規定により、この明細書にその公益信託が法
第３７条第６項に規定する特定公益信託に該当することを証明するための書類として令第７７条の４第

２項に規定する主務大臣等の発行する証明書類の写しを添付する必要があります。

５ 根拠条文

法８１の６、令１５５の１３～１５５の１６、規則２２の５～２４、措置法６８の８８③、６８の９６①、６８の９６の２①②、

平成２０年改正前の措置法６８の９６の２①～③、措置法規則２２の７６の４、平成２０年改正前の措置法規則

２２の７６の４

―７９―
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別表十五の二 「交際費等の損金算入に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、措置法第６８条の６６�交際費等の損金不算入�の規定の適用を受ける場合に使用し
ます。

�注 措置法第６８条の６６第３項第２号に規定する飲食その他これに類する行為（以下「飲食等」といい

ます。）のために要する費用（１人当たり５，０００円以下の飲食費）について、同号の規定の適用を受

ける場合には、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要がありますので御注意ください。

① その飲食等のあった年月日

② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその

関係

③ その飲食等に参加した者の数

④ その飲食等のために要する費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地

（店舗を有しないことその他の理由によりその名称又は所在地が明らかでないときは、領収書

等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所

の所在地）

⑤ その他参考となるべき事項

２ 記載の手順

この明細書は、まず各連結法人ごとに「５」から「１９」までの各欄を記載し、次に「１」から

「４」までの各欄を記載します（個別帰属額の計算を行う場合には、「２０」を最後に記載します。）。

３ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「定額控除限度額２」 連結親法人の期末における資本金の額又は出資金

の額（以下「資本金額等」といいます。）の区分に

応じ、それぞれ次の定額控除限度額を記載します。

（資本金額等） （定額控除限度額）

� １億円以下………４００万円×
１２

相当額

� １億円超………………０円

なお、「
１２
」の分子の空欄には、連結親法人事

業年度の月数（暦に従って計算し、１月未満の端数

は切り上げます。）を記載します。

資本金額等を有しな

い連結親法人について

は、措置法令第３９条の

９３�資本金の額又は出

資金の額に準ずるもの

の範囲等�の規定によ

り計算した金額を資本

金額等とします。

「法人名①～④」 交際費等を支出した連結法人の法人名を記載しま

す。

―８０―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「５」から「１６」まで

の各欄

連結法人別に、当期に支出した交際費等の額につ

いて、その科目の異なるごとに別欄に記載します。

当期に支出した交際

費等の額には、損金経

理による交際費等の金

額のほか、固定資産や

棚卸資産の取得価額又

は繰延資産等の額に含

まれた交際費等に該当

する金額も含めて記載

します。

「個別帰属損金不算入

額２０」

各連結法人の交際費等の損金不算入額に係る個別

帰属額を計算する場合に記載します。

４ 根拠条文

措置法６８の６６、措置法令３９の９３、３９の９４、措置法規則２２の６１の４

―８１―
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別表十八の二 「法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書」

１ この表の用途

この表は、連結親法人（普通法人に限ります。）が連結中間申告をする場合に使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「税務署処理欄」 記載しないでくださ

い。

「修正・更正・決定の

年月日」

当期開始の日以後６月を経過した日の前日までに

最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決

定の通知のあった日を記載します。

「前連結事業年度の法

人税額」の「同上のう

ち土地譲渡税額及び

リース特別控除取戻税

額」

前期に措置法第６８条の６７第１項�使途秘匿金の支

出がある場合の課税の特例�に規定する使途秘匿金

の支出がある場合には、同期の別表一の二�の「１０」

の外書の金額を加えた金額を記載します。

「月数換算」
「同上の税額×

６
」の分母の空欄には、前期の

月数（暦に従って計算し、１月未満の端数は切り上

げます。）を記載します。

「納付すべき法人税

額」

連結親法人が法第８１条の１９第１項（第１号イ又は

ロに係る部分に限ります。）若しくは第２項から第

６項まで�連結中間申告�又は令第１５５条の４７第１

項�連結中間納付額の調整�の規定の適用を受ける

場合には、別表十八の二付表一「１９」の金額を移記

します。

３ 根拠条文

法８１の１９、令１５５の４７、規則３７の８
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別表十八の二付表一 「連結中間納付額の調整計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結親法人（普通法人に限ります。）が法第８１条の１９第１項（第１号イ又はロに

係る部分に限ります。）若しくは第２項から第６項まで�連結中間申告�又は令第１５５条の４７第１項
�連結中間納付額の調整�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「同上のうち土地譲渡

税額及びリース特別控

除取戻税額２」

前期に措置法第６８条の６７第１項�使途秘匿金の支

出がある場合の課税の特例�に規定する使途秘匿金

の支出がある場合には、同期の別表一の二�の

「１０」の外書の金額又は別表一の二�「８」の外書

の金額を加えた金額を記載します。

「前期実績基準額（別

表十八の二付表二

「４」）又は（�×
６
）

４」

当期が最初の連結事業年度である場合には「又は

（�×
６
）」を消し、当期が最初の連結事業年度

以外の連結事業年度である場合には分母の空欄に前

期の月数を記載した上で、「（別表十八の二付表二

「４」）又は」を消します。

前期の月数は暦に

従って計算し、１月未

満の端数は切り上げま

す。

３ 根拠条文

法８１の１９、令１５５の４７、規則３７の８

―８３―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／０６９～０８６　�の３  2008.07.11 14.00.08  Page 83



別表十八の二付表二 「最初の連結事業年度の前期実績基準相当額等並びに
連結納税への加入及びその承認の取消しの場合の調
整額の計算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結親法人（普通法人に限ります。）が法第８１条の１９第１項（第１号イ又はロに

係る部分に限ります。）、第２項、第３項若しくは第５項�連結中間申告�又は令第１５５条の４７第１
項（第１号、第２号イ若しくはニ又は第３号イ若しくはハに係る部分に限ります。）�連結中間納付
額の調整�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「最初の連結事業年度

の前期実績基準相当額

の計算」の各欄

当期が最初の連結事

業年度の場合に限り記

載します。

「最初の連結事業年度

の連結親法人を設立し

た適格合併による加算

調整額の計算」の「直

前の事業年度又は連結

事業年度」の各欄

最初の連結事業年度開始の日の１年前の日以後に

終了した適格合併（連結親法人を設立したものに限

ります。）に係る被合併法人の各事業年度（その月

数が６月に満たないものを除きます。）又は各連結

事業年度（その月数が６月に満たないものを除きま

す。）のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度

の開始及び終了の日を記載します。

「被合併法人の確定法

人税額等６」

被合併法人の法第８１条の１９第５項の規定による読

替後の法第７１条第３項�中間申告�に規定する被合

併法人の確定法人税額等を記載します。

「前期に連結完全支配

関係を有することと

なった連結加入法人に

係る加算調整額の計

算」及び「当期に連結

完全支配関係を有する

こととなった連結加入

法人に係る加算調整額

の計算」の「直前の事

業年度又は連結事業年

度」の各欄

法第８１条の１９第２項第１号に規定する連結加入法

人の当該連結事業年度開始の日の１年前の日以後に

終了した各事業年度（その月数が６月に満たないも

のを除きます。）又は各連結事業年度（その月数が

６月に満たないものを除きます。）のうち最も新し

い事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を

記載します。

―８４―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「連結加入法人の確定

法人税額等１０」及び

「連結加入法人の確定

法人税額等１４」の各欄

法第８１条の１９第２項に規定する連結加入法人の確

定法人税額等を記載します。

３ 根拠条文

法８１の１９、令１５５の４７、規則３７の８

―８５―
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別表十八の二付表三 「連結法人間合併、分割型分割等の場合の調整額の計
算に関する明細書」

１ この明細書の用途

この明細書は、連結親法人（普通法人に限ります。）が法第８１条の１９第４項若しくは第６項�連
結中間申告�又は令第１５５条の４７第１項（第１号、第２号ロ、ハ若しくはホ又は第３号ロに係る部
分に限ります。）�連結中間納付額の調整�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「最後事業年度」 その月数が６月に満

たないものであっても

記載します。

「直前の事業年度又は

連結事業年度」の各欄

当該連結事業年度開始の日の１年前の日以後に

終了した被合併法人の各事業年度（その月数が６

月に満たないものを除きます。）又は各連結事業年

度（その月数が６月に満たないものを除きます。）

のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開

始及び終了の日を記載します。

「被合併法人の確定法

人税額等２」、「被合併

法人の確定法人税額等

６」、「被合併法人の確

定法人税額等１０」、「被

合併法人の確定法人税

額等１４」の各欄

法第８１条の１９第４項の規定による読替後の法第７１

条第２項各号�中間申告�に規定する被合併法人の

確定法人税額等を記載します。

３ 根拠条文

法８１の１９、令１５５の４７、規則３７の８

―８６―
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Ⅳ 「法人税申告書の記載の手引」に準じて記載するもの

次に掲げる明細書の記載に当たっては、「平成２０年版 法人税申告書記載の手引」に準じて行っ

てください。

なお、各明細書の用途及び留意点等は、それぞれ次に掲げるとおりです。

別表二 「同族会社等の判定に関する明細書」

１ 用 途

連結親法人が法第２条第１０号�定義�に規定する同族会社に該当するかどうか及び法第８１条の１３
�連結特定同族会社の特別税率�の規定の適用がある特定同族会社に該当するかどうかを判定する
ために使用します。

したがって、連結親法人のみについてこの明細書を作成することとなります。

２ 留意点等

この明細書による判定は、当期末の現況により行います。

別表五（一）付表 「種類資本金額の計算に関する明細書」

１ 用 途

二以上の種類の株式を発行している連結法人が令第８条第２項�資本金等の額�に規定する種
類資本金額を計算するために使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十一（一） 「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する
明細書」

１ 用 途

法第８１条の３第１項�個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入�の規定により同項の個別
益金額又は個別損金額を計算する場合の法第５２条第１項�個別評価金銭債権に係る貸倒引当金�の
規定の適用を受ける場合に使用します。

―８７―
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２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十一（一の二） 「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関
する明細書」

１ 用 途

法第８１条の３第１項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第５２条第

２項�一括評価金銭債権に係る貸倒引当金�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十一（三） 「退職給与引当金の益金算入に関する明細書」

１ 用 途

平成１４年７月改正法附則第８条（第１項を除きます。）�退職給与引当金に関する経過措置�の規
定により退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十四（一） 「特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金
不算入額の計算に関する明細書」

１ 用 途

� この明細書のⅠは、法第２条第１０号�定義�に規定する同族会社である連結法人が法第３５条第
１項�特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入�に規定する特殊支配同族会社に該当するかど
うかを判定する場合に使用します。

� この明細書のⅡは、特殊支配同族会社に該当する連結法人が法第３５条第２項�特殊支配同族会
社の役員給与の損金不算入の不適用�の規定に該当するかどうかを判定する場合に使用します。
� この明細書のⅢは、特殊支配同族会社が法第８１条の３（法第３５条第１項�特殊支配同族会社の
役員給与の損金不算入�の規定により法第８１条の３第１項に規定する個別損金額を計算する場合
に限ります。）の規定により損金の額に算入されない金額を計算する場合に使用します（その連

―８８―
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結事業年度においてその特殊支配同族会社の業務主宰役員に異動があったことにより、令第７２条

の２第１項後段�特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等�の規
定の適用を受けることとなった場合には、同項に規定する期中業務主宰役員に対する当期の業務

主宰役員給与額については他のⅢの用紙を使用します。）。

２ 留意点等

� この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

� この明細書のⅠによる判定は、当期末の現況により行います。

� 連結法人が特殊支配同族会社に該当する場合には、法第３５条第２項�特殊支配同族会社の役員
給与の損金不算入の不適用�の規定の適用により同条第１項の規定の適用がないときであって
も、当期の連結確定申告書に添付しなければなりませんので、御注意ください。

� 令第７２条の２第２項�特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算�の規定の適用
を受ける場合は、当期の連結確定申告書の提出期限（連結中間申告書を提出する場合には、その

連結中間申告書の提出期限）までに次のイの書類及びロの書類を納税地の所轄税務署長に提出す

る必要がありますので、御注意ください。

イ 同項の規定の適用を受ける合算対象給与額及び特殊支配同族会社の当該連結事業年度終了の

時におけるその合算対象給与額を支給する法人についての次のような事項（その詳細は、規則

第２２条の４第１項各号�特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算�に規定して
います。）を記載した書類

�イ 名称及び納税地

�ロ 発行済株式又は出資の総数又は総額

�ハ 株主等の氏名又は名称及び各株主の保有する株式又は出資の数又は金額

�ニ 常務に従事する役員の氏名及び役職名

�ホ 業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の氏名並びにこれらの者とその特殊

支配同族会社の令第７２条の２第２項の業務主宰役員との関係

�ヘ 上記�イから�ホまでに掲げる事項のほか、その合算対象給与額を支給する法人が令第７２条の
２第３項に規定する他の特殊支配同族会社に該当することについての説明

ロ 他の特殊支配同族会社が作成した合算対象給与額の支給金額を証する書類でその支給額が支

給時期ごとに記載されているものの写し

�注 上記イに掲げる書類については、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算

に関する明細書」を利用してください。

―８９―
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別表十四（一）付表 「特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関
する明細書」

１ 用 途

令第７２条の２第５項�特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等�
に規定する基準期間がある特殊支配同族会社である連結法人が、法第３５条第２項に規定する基準所

得金額を計算する場合に使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十六（一） 「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算
に関する明細書」

１ 用 途

� 連結法人が減価償却資産について旧定額法又は定額法により償却額を計算する場合に使用しま

す。

� 措置法による特別償却を行うものについても、この明細書によります。この場合、所定の証明

書等が必要とされます。

� 減価償却に関する明細書の提出について、この明細書に代えて法第８１条の３第１項の規定によ

り同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第６３条第２項�減価償却に関する明細書
の添付�の規定による合計表を添付する場合にもこの表の書式により記載します。
�注 特別償却の対象になった減価償却資産については、措置法第６８条の３０�経営基盤強化計画を
実施する特定中小企業者の機械等の割増償却�及び第６８条の３１第１項�障害者を雇用する場合
の機械等の割増償却等�の規定の適用を受けるものを除き、合計表によることはできませんの
で、御注意ください。

� 平成１８年４月１日以後に取得等をした資産でその取得価額が３０万円未満であるものについて、

措置法第６８条の１０２の２�中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例�の
規定の適用を受ける場合には、別表十六（七）を使用してください。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

なお、１�の合計表を添付する場合にあっては、「構造２」から「耐用年数６」まで、「償却額計
算の対象となる期末現在の帳簿記載金額１０」から「積立金等の期中取崩額１２」まで、「損金に計上

した当期償却額１４」、「前期から繰り越した償却超過額１５」、「残存価額１７」、「差引取得価額×５％

１８」、「旧定額法の償却率２０」、「翌期への繰越額の内訳」の「４５」及び「４６」の各欄の記載は必要あ

りません。
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別表十六（二） 「旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算
に関する明細書」

１ 用 途

� 連結法人が減価償却資産について旧定率法又は定率法により償却額を計算する場合に使用しま

す。

� 別表十六�の１�から�までと同様です。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十六（六） 「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」

１ 用 途

� 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書

法第８１条の３第１項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第６４条

第１項第２号�繰延資産の償却限度額�の規定により均等償却を行うこととされている繰延資産
について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。

� 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書

法第８１条の３第１項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第６４条

第１項第１号�創立費等の償却�又は平成１７年改正前の措置法第６８条の３９�鉱工業技術研究組合
等に対する支出金の特別償却�の規定により一時に償却ができるものとされている繰延資産につ
いて、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

なお、１�の場合に繰延資産の償却に関する明細書の提出について、法第８１条の３第１項の規定
により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第６７条第２項�繰延資産の償却に関す
る明細書の添付�の規定を受けて、明細書の代わりに同項に規定する合計額を記載した書類による
場合にも、この明細書の書式により記載しますが、その記載に当たっては、「支出した年月２」、

「償却期間の月数４」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数５」の各欄の記載は必要

ありません。

―９１―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／０８７～０９３　�  2008.07.11 14.01.59  Page 91 



別表十六（七） 「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する
明細書」

１ 用 途

措置法第６８条の９第６項に規定する中小連結親法人又はその中小連結親法人による連結完全支配

関係にある連結子法人が措置法第６８条の１０２の２�中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額
の損金算入の特例�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 留意点等

� この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

� この制度の適用がある少額減価償却資産は、中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価

償却資産の取得価額の合計額のうち３００万円（当該連結親法人の連結親法人事業年度が１年に満

たない場合には、３００万円を１２で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した

金額。以下同じ。）に達するまでの少額減価償却資産となります。したがって、各連結法人ごと

に作成するこの明細書に記載する少額減価償却資産の取得価額の合計額を合計した金額は、３００

万円が限度となりますので御注意ください。

� 資本金の額又は出資金の額は１億円以下の連結親法人でその発行済株式又は出資の総数又は総

額の一定割合以上を大規模法人に所有されている連結親法人及びその連結親法人と連結完全支配

関係にある連結子法人については、この制度の適用がありませんので御注意ください（次表の

「中小連結親法人の判定」欄に記載して判定してください。）。

中 小 連 結 親 法 人 の 判 定

発 行 済 株 式 又 は
出 資 の 総 数 又 は 総 額

ａ
株
式
数
等
の
明
細

大
規
模
法
人
の
保
有
す
る

順
位 大 規 模 法 人 名

株 式 数 又 は
出 資 金 の 額

常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 ｂ 人 １ ｇ

数
等
の
保
有
割
合

大
規
模
法
人
の
株
式

第 １ 順 位 の 株 式 数
又 は 出 資 金 の 額 � ｃ ｈ

保 有 割 合
�
�

ｄ ％ ｉ

大規模法人合計の株式数
又 は 出 資 金 の 額 	 ｅ ｊ

保 有 割 合


�

ｆ ％ 計
�＋�＋�＋ ｋ

この表の各欄は、期末の現況により記載するほか、次によります。
１ 「保有割合ｄ」が５０％以上となる場合又は「保有割合ｆ」が３分の２（６６．６６６％）以上となる場
合には、この制度の適用はありませんので御注意ください。
２ 「大規模法人の保有する株式数等の明細ｇ～ｋ」の各欄は、その連結親法人の株主等のうち大規
模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法
人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きま
す。）について、その所有する株式数又は出資金の額の最も多いものから順次記載します。
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別表十六（八） 「一括償却資産の損金算入に関する明細書」

１ 用 途

法第８１条の３第１項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第１３３条

の２�一括償却資産の損金算入�の規定により損金算入額等の計算を行うときに使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

別表十六（九） 「特別償却準備金の損金算入に関する明細書」

１ 用 途

措置法第６８条の４１�準備金方式による特別償却�、平成１３年改正前の措置法第５２条の３�準備金
方式による特別償却�又は平成１３年改正法附則第２０条�準備金方式による特別償却に関する経過措
置�の規定の適用を受ける場合に使用します。

２ 留意点等

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名を

記載するとともに、かっこの中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。

なお、この明細書を記載する場合には、その記載に先立って別表十六�から別表十六�までの記
載をし、特別償却限度額を計算する必要があります。
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Ⅴ 個別帰属額の届出書等の記載の仕方

個別帰属額等の一覧表

１ この一覧表の用途

この一覧表は、連結親法人が連結確定申告書を提出する場合において、この連結確定申告書の添

付書類である「個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類」として使用します。具体的には、

各連結法人ごとに作成した個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類をとりまとめ、その表紙

として使用してください（「Ⅰ７ 連結確定申告書の添付書類の編てつ順について」を参照してく

ださい。）。

�注 この一覧表に添付する各連結法人ごとに作成した個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書

類については、代表者及び経理担当者の自署押印は不要です。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

「納税地等」 連結親法人にあっては納税地を記載し、連結子法

人にあっては本店又は主たる事務所の所在地を記載

してください。

「売上金額」 連結親法人及び連結子法人の個別帰属額の届出書

の「※税務署処理欄」における「売上金額」欄の金

額を各連結法人ごとに記載してください。

売上金額は、消費税

の事業者免税点の参考

となり、また税務署に

おける事務の効率化に

もつながることから、

記載をお願いしていま

す。

「個別所得金額又は個

別欠損金額」

「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書」の「個別所得金額又は個別欠損金額１」欄の

金額を記載してください。

「個別帰属額」 「各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届

出書」の「連結法人税個別帰属額１４」、連結親法人

が協同組合等である場合には、「連結法人税個別帰

属額１６」、連結親法人が特定の医療法人である場合

には、「連結法人税個別帰属額１２」欄の金額を記載

してください。

「期中加入」 期中において連結親法人との間に当該連結親法人
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

による完全支配関係を有することとなったことによ

り、「完全支配関係を有することとなった旨等を記

載した書類（加入）」を提出した子法人について○

を付してください。

「連結子法人数 法

人」

連結子法人数の合計を記載してください。

「連結親法人及び連結

子法人の個別帰属額等

の合計額」

連結親法人及びすべての連結子法人に係る個別帰

属額等の合計を記載してください。

「参考」 連結子法人の異動状況を記載してください。

なお、「加入した連結子法人数」の欄は、期中に

おいて連結親法人との間に当該連結親法人による完

全支配関係を有することとなった子法人数を記載

し、「離脱した連結子法人数」の欄は、期中におい

て連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなく

なった子法人数を記載してください。

「期首の連結子法

人数」＋「加入した連

結子法人数」－「離脱

した連結子法人数」＝

「期末の連結子法人

数」となります。
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各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 － 連結親法

人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結法人の分

１ この届出書の用途

� この届出書は、普通法人（特定の医療法人を除きます。）である連結親法人に係る連結子法人

が、法第８１条の２５�連結子法人の個別帰属額等の届出�の規定により、当該連結子法人の本店又
は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に個別帰属額等を記載した書類（個別帰属額及びその計

算の基礎を記載した書類）を提出する場合の「個別帰属額を記載した書類」として使用します。

� この届出書は、普通法人（特定の医療法人を除きます。）である連結法人が連結確定申告書に

添付する個別帰属額及びその計算の基礎を記載した書類を作成する場合の「個別帰属額を記載し

た書類」として使用します。

なお、連結子法人分は、�により作成したものの写しを使用することとして差し支えありませ
ん。

�注 個別帰属額の計算の基礎を記載した書類の作成に当たっては、別表三�二～別表十七を使用して
ください。なお、連結確定申告書の別表の写しを使用することとして差し支えありません。ま

た、�の場合（連結確定申告書の添付書類）に作成する連結子法人分の個別帰属額の計算の基礎
を記載した書類については、連結確定申告書への添付を省略することができます。

２ 各欄の記載要領

欄 記 載 要 領 注 意 事 項

同非区分
特 定
同族会社

同族会社 非同族会社
別表一の二�一の「同非区分」に表示する連結親法

人の区分を表示します。

この欄は、各連結法

人の「同非区分」を表示

するものではなく、連

結親法人の「同非区分」

を表示するものです。

「旧所在地及び旧法人

名」

当期中に連結親法人の納税地若しくは連結子法人

の所在地又は法人名に変更があった場合には、旧納

税地若しくは旧所在地又は旧法人名を記載します。

「※税務署処理欄」 原則として記載する必要はありません。

ただし、「売上金額」欄については、損益計算書

の売上（収入）金額の合計額（雑収入、営業外収益

及び特別利益を除きます。）を１００万円単位（１００万

円未満の端数は切り上げます。）で記載してくださ

い。

売上金額は、消費税

の事業者免税点の参考

となり、また税務署に

おける事務の効率化に

もつながることから、記載

をお願いしています。

別 表 等
送付要否

要 否
税務署から送付する用紙以外の用紙を使用してい

るため、翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書

付表セット及び勘定科目内訳明細書の送付が不要な
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

場合には「否」欄に○をします。

なお、現在、「送付不要」としている連結法人

が、翌連結事業年度以降、個別帰属額等届出書付表

セット及び勘定科目内訳明細書の送付が必要となっ

た場合には「要」に○をしてください。

税理士法第３０条
の 書 面 提 出 有

税理士法第３０条�税務代理の権限の明示�に規

定する書面を届出書に添付する場合には、○をして

ください。

「連結事業年度分の

申告に係る届出書」

空欄には、次の区分に応じ、それぞれ次により記

載します。

� 連結確定申告に係るもの …………「連結確定」

� 連結確定申告の修正申告に係るもの…「修正連結確

定」

� 期限後申告に係るもの ……………「期限後連

結確定」

� 更正に係るもの ……………………「更正申告」

� 決定に係るもの ……………………「決定申告」

�又は�の場合に

は、空欄に「更正」又

は「決定」と記載する

とともに、左のように

「申告」を二重線で消

してください。

「個別所得金額又は個

別欠損金額１」

次の連結法人の区分に応じ、それぞれ次により記

載します。

� 別表七の二付表二「２７」に金額の記載のある

連結法人

別表四の二付表「４６の①」の金額を中段の

（イ）に記載し、別表七の二付表二「２７」の金額

を下段の（ロ）に記載し、（イ）の金額と（ロ）

の金額を合計した金額を上段に記載します。

� �以外の連結法人

別表四の二付表「４６の①」の金額を中段の

（イ）に記載し、同額を上段に記載します。

「個別リース特別控除

取戻税額５」

法第４条の５第１項�連結納税の承認の取消し

等�の規定により法第４条の２�連結納税義務者�

の承認を取り消された日の前日の属する連結事業年

度で、次に掲げる規定の適用により加算することと

されている金額がある場合には、その金額について

もこの欄に記載してください。

① 措置法第６８条の９第１１項�連結納税の承認

を取り消された場合の試験研究費の額に係る法

この場合、その金額

の計算に関する明細を

別紙に記載して添付し

てください。

―９７―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

人税額�

② 措置法第６８条の１０第５項�連結納税の承認

を取り消された場合のエネルギー需給構造改革

推進設備等に係る法人税額�

③ 措置法第６８条の１１第５項�連結納税の承認

を取り消された場合の中小連結法人の機械等に

係る法人税額�

④ 措置法第６８条の１２第７項�連結納税の承認

を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る

法人税額�

⑤ 措置法第６８条の１３第４項�連結納税の承認

を取り消された場合の沖縄の特定地域における

工業用機械等に係る法人税額�

⑥ 措置法第６８条の１４第５項�連結納税の承認

を取り消された場合の沖縄の特定中小連結法人

の経営革新設備等に係る法人税額�

⑦ 措置法第６８条の１５第５項�連結納税の承認

を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係

る法人税額�

⑧ 平成１８年改正法附則第１３２条�連結法人が情

報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特

別控除に関する経過措置�の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる平成１８年改正前の

措置法第６８条の１５第１２項�連結納税の承認を

取り消された場合の情報通信機器等に係る法人

税額�

「連結法人税個別帰属

額計１０」

その連結法人につき措置法第６８条の６７第１項に規

定する使途秘匿金の支出がある場合には、使途秘匿

金の支出額の４０％相当額をこの欄の上段に外書とし

て記載します。

ただし、平成２０年４月１日から２０年改正法の公布

の日（平２０．４．３０）前にした使途秘匿金の支出の額

については、記載を要しません。

この場合、「個別控

除税額１１」及び「差引

連結所得に対する連結

法人税個別帰属額１２」

の欄の記載に当たって

は、この外書きをした

金額を「１０」に含めて

計算します。

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額１３」及び「この届

法第８１条の３１�連結欠損金の繰戻しによる還付�

の規定により還付の請求をした法人税の額（その連

結法人に帰せられるものに限ります。）で還付され

―９８―
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欄 記 載 要 領 注 意 事 項

出が修正申告等による

ものである場合」の各

欄の外書

ていないものがあるときに、当該金額を記載しま

す。

「連結欠損金の繰戻し

による還付金の個別帰

属額１３」

修正申告をする場合において、法第８１条の３１第４

項�連結欠損金の繰戻しによる還付�において準用

する法第８０条第６項�欠損金の繰戻しによる還付�

の規定により還付をする金額に係る還付加算金があ

るときは、その還付加算金の額（その連結法人に帰

せられるものに限ります。）を含めて記載します。

「この届出の基因となっ

た申告等により増加又は

減少する連結法人税個

別帰属額�－�１９」

「１４」の金額から「１８」の金額を減算した金額がマ

イナスとなる場合には、そのマイナスの金額（△印

を付けます。）を記載します。

「連結親法人が中小法

人の場合」の各欄

連結親法人が法第８１条の１２第２項� 中小法人の各

連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率� の

規定の適用を受ける場合に記載します。

―９９―

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／国税局／連結確定申告書個別帰属額等の届出書／０９４～０９９　�  2008.07.08 09.48.57  Page 99 



Ⅵ 参考

連結確定申告書の添付書類として納税地の所轄税務署長に提出する個別帰属額に関する書類につ

いては、その書類のうち連結子法人分は連結確定申告書別表により作成したものに限り添付を省略

することができます。

また、連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出する個別帰属額等の届

出書は、その連結子法人に係る各別表の付表だけでなく、その連結子法人の個別帰属額を算出する

ために必要な別表も提出する必要があります。

その提出する書類及び連結法人の区分ごとに、提出を要するもの（○）、省略できるもの（△）

又は提出を要しないもの（×）に整理すると、次表のとおりとなります。

別表番号等 別 表 の 名 称
連結確定

申 告 書

連結確定申告
書の添付書類

個別帰属額

等の届出書

親 子 子

１の２�
各連結事業年度の連結所得に係る申告書－普通法人（特定

の医療法人を除く。）の分
○ × × ×

１の２� 各連結事業年度の連結所得に係る申告書－協同組合等の分 ○ × × ×

１の２�
各連結事業年度の連結所得に係る申告書－特定の医療法人

の分
○ × × ×

個別帰属額等の一覧表 × ○
（全体で１枚） ×

各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結

親法人が普通法人（特定の医療法人を除く。）である連結

法人の分

× ○ ○ ○

各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結

親法人が協同組合等である連結法人の分
× ○ ○ ○

各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書－連結

親法人が特定の医療法人である連結法人の分
× ○ ○ ○

２ 同族会社等の判定に関する明細書 ○ × × ×

３�
土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関

する明細書
○ ○ △ ○

３（２の２）

優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地

等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する

明細書

○ ○ △ ○

３（２の３）

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及

び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地

等に関する明細書

○ ○ △ ○

３（２の３）

付表

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接

に要した経費の額等の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

３�
短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する

税額の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

―１００―
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別表番号等 別 表 の 名 称
連結確定

申 告 書

連結確定申告
書の添付書類

個別帰属額

等の届出書

親 子 子

３�
課税除外とされる短期所有に係る土地等（面積１，０００平方

メートル以上のもの）の譲渡に係る対価の額等に関する明

細書

○ ○ △ ○

３�
課税除外とされる短期所有に係る土地（面積１，０００平方

メートル未満のもの）の譲渡に係る対価の額等に関する明

細書

○ ○ △ ○

３�
課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の

譲渡益に関する明細書
○ ○ △ ○

３�
課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加

者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明

細書

○ ○ △ ○

３の２
連結同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する

明細書
○ ○ △ ○

３の２

付表

連結同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の

計算に関する明細書
○ ○ △ ○

４の２ 連結所得の金額の計算に関する明細書 ○ × × ×

４の２

付表
個別所得の金額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○

５�付表 種類資本金額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○

５の２� 連結利益積立金額の計算に関する明細書 ○ × × ×

５の２�
付表１

連結個別利益積立金額及び連結個別資本積立金額の計算に

関する明細書
○ ○ △ ○

５の２�
付表２

連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連

結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書

○

（子法人

分のみ）

× △ ○

５の２� 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 ○ × × ×

５の２�
付表１

各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税

公課の納付状況等に関する明細書
○ ○ △ ○

５の２�
付表２

連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細

書
○ ○ × ×

６（２の２）
当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税

額に関する明細書
○ ○ △ ○

６�
外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計

算に関する明細書
○ ○ △ ○

６�
付表１

地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 ○ ○ △ ○

―１０１―
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別表番号等 別 表 の 名 称
連結確定

申 告 書

連結確定申告
書の添付書類

個別帰属額

等の届出書

親 子 子

６�
付表２

適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕

額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

６�
付表３

適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又

は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

６�
直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国

法人税額に関する明細書
○ ○ △ ○

６（４の２）
利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国

法人税額等に関する明細書
○ ○ △ ○

６�
間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国

法人税額等の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

６（５の２） 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書 ○ ○ △ ○

６（５の３）
外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する

明細書
○ ○ △ ○

６�
中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の

用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関す

る明細書

○ ○ △ ○

６� リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

旧６�
事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合の

リース特別控除取戻税額に関する明細書
○ ○ △ ○

６�
事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合の

リース特別控除取戻税額に関する明細書
○ ○ △ ○

旧６� リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６� リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６	
沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設

備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻

税額に関する明細書

○ ○ △ ○

６
 リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６�
情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合の

リース特別控除取戻税額に関する明細書
○ ○ △ ○

６� リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６
リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合の

リース特別控除取戻税額に関する明細書
○ ○ △ ○

６� リース資産の使用状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２� 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２� 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書 ○ ○ △ ○

―１０２―
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別表番号等 別 表 の 名 称
連結確定

申 告 書

連結確定申告
書の添付書類

個別帰属額

等の届出書

親 子 子

６の２�
付表

各連結法人の外国税額の控除に関する明細書 ○ ○ △ ○

旧６の２�
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細

書
○ ○ △ ○

６の２�
試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明

細書
○ ○ △ ○

旧６の２�
付表１

各連結法人の平均売上金額の計算等に関する明細書 ○ ○ △ ○

旧６の２�
付表２

各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

旧６の２�
付表３

連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
付表１

各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
付表２

連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○

旧６の２�
中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控

除に関する明細書
○ ○ △ ○

６の２�
中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控

除に関する明細書
○ ○ △ ○

旧６の２�
付表１

各連結法人の当期控除額の個別帰属額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
付表１

各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
付表２

繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明

細書
○ ○ △ ○

６の２�
試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する

明細書
○ ○ △ ○

６の２�
付表

各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連

結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比

較試験研究費の額の計算に関する明細書

○ ○ △ ○

６の２�
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人

税額の特別控除に関する明細書
○ ○ △ ○

―１０３―
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６の２�
付表

エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明

細書
○ ○ △ ○

６の２�
中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別

控除に関する明細書
○ ○ △ ○

６の２�
付表

機械等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

旧６の２�
事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除

に関する明細書
○ ○ △ ○

旧６の２�
付表

事業基盤強化設備の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除

に関する明細書
○ ○ △ ○

６の２�
付表

事業基盤強化設備の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法

人税額の特別控除に関する明細書
○ ○ △ ○

６の２�
付表

工業用機械等の取得価額に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合

等の法人税額の特別控除に関する明細書
○ ○ △ ○

６の２�
付表

経営革新設備等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控

除に関する明細書
○ ○ △ ○

６の２�
付表

情報基盤強化設備等の取得価額等に関する明細書 ○ ○ △ ○

６の２�
教育訓練費の増加額に係る法人税額の特別控除に関する明

細書
○ ○ △ ○

６の２�
中小連結法人の教育訓練費の額に係る法人税額の特別控除

に関する明細書
○ ○ △ ○

７の２ 連結欠損金等の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

７の２

付表１

連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算

に関する明細書
○ ○ △ ○

７の２

付表２
連結欠損金個別帰属額に関する明細書 ○ ○ △ ○

―１０４―
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７の２

付表３

会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金

算入に関する明細書
○ ○ △ ○

８の２
連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明

細書
○ ○ △ ○

９�
保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の

損金算入に関する明細書
○ ○ △ ○

９� 新株予約権に関する明細書 ○ ○ △ ○

９� 連結法人間取引の損益の調整に関する明細書 ○ ○ △ ○

９�
組合事業等による組合損失額の損金不算入又は組合等損失

超過合計額の損金算入に関する明細書
○ ○ △ ○

１０�
沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明

細書
○ ○ △ ○

１０�
探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱

費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
○ ○ △ ○

１０�

社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛

の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための

植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金

算入に関する明細書

○ ○ △ ○

１０の２

収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の

特別控除並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入

に関する明細書

○ ○ △ ○

１１�
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明

細書
○ ○ △ ○

１１（１の２）
一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明

細書
○ ○ △ ○

１１� 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１１� 退職給与引当金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２�
岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭等採掘場に係

る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
○ ○ △ ○

１２�
特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算

入に関する明細書
○ ○ △ ○

１２� 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

―１０５―
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１２� ガス熱量変更準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 電子計算機買戻損失準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２� 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２�
農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定め

るところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関

する明細書

○ ○ △ ○

１２	 プログラム等準備金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２
 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１２�
農用地利用集積準備金の益金算入及び特定農用地利用規程

に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算

入に関する明細書

○ ○ △ ○

１３�
国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産

等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
○ ○ △ ○

１３
保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関

する明細書
○ ○ △ ○

１３�
交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細

書
○ ○ △ ○

１３�
収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関

する明細書
○ ○ △ ○

１３�
特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金

算入に関する明細書
○ ○ △ ○

１３�
特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入

に関する明細書
○ ○ △ ○

１３�
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造

成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算

入に関する明細書

○ ○ △ ○

１３�
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等

の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に

関する明細書

○ ○ △ ○

１３�
承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴

い取得した土地等の圧縮損の損金算入に関する明細書
○ ○ △ ○

―１０６―
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１３�
特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した

特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
○ ○ △ ○

１３�
賦課金で取得した試験研究用資産及び中小企業団体の組織

に関する法律に規定する中小企業者等が現物出資した場合

の圧縮額の損金算入に関する明細書

○ ○ △ ○

１３�
転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等及び水田

農業構造改革交付金等で取得した固定資産の圧縮額等の損

金算入に関する明細書

○ ○ △ ○

１４�
特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不

算入額の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

１４�付表
特殊支配同族会社の前三年基準所得金額の計算に関する明

細書
○ ○ △ ○

１４� 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 ○ ○ △ ○

１４�
特定資産譲渡等損失額の損金不算入及び特定資本関係発生

日における時価が帳簿価額を下回っていない資産に関する

明細書

○ ○ △ ○

１４�付表 時価純資産価額及び簿価純資産価額に関する明細書 ○ ○ △ ○

１４�
リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関す

る明細書
○ ○ △ ○

１４�
公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又

は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書
○ ○ △ ○

１４の２ 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１５の２ 交際費等の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１６�
旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に

関する明細書
○ ○ △ ○

１６	
旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に

関する明細書
○ ○ △ ○

１６�
旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資

産の償却額の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

１６�
旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又は

リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

１６� 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○

１６� 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 ○ ○ △ ○

１６

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明

細書
○ ○ △ ○

―１０７―
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１６� 一括償却資産の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１６� 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 ○ ○ △ ○

１６�
資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細

書
○ ○ △ ○

１６� 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 ○ ○ △ ○

１７�
国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明

細書
○ ○ △ ○

１７�付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引に関する明細書 ○ ○ △ ○

１７�
特定外国子会社等に係る課税対象留保金額又は個別課税対

象留保金額の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

１７�付表 特定外国子会社等の判定に関する明細書 ○ ○ △ ○

１７（２の２）

特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る控除対象外国

法人税額及び課税済留保金額の損金算入額等の計算に関す

る明細書

○ ○ △ ○

１７（２の２）

付表１

適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済留保金

額及び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

１７（２の２）

付表２

適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済留保金額及

び控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
○ ○ △ ○

１７（２の３）
特定外国子会社等に係る課税済間接配当等の額の計算に関

する明細書
○ ○ △ ○

１７（２の４） 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書 ○ ○ △ ○

１７� 国外関連者に関する明細書 ○ ○ △ ○

�注 連結確定申告書別表の用紙は、国税庁のホームページ（http : //www.nta.go.jp）の「税務
手続の案内」コーナーに掲載しており、アウトプットして使用することができます。

―１０８―
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